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令和４年８月 教育委員会臨時会会議録 

 

 

１ 開会の日時 

令和４年８月４日（木） 午後２時00分 

 

 

２ 出席委員 

新 倉   聡  教育長 

荒 川 由美子  委 員（教育長職務代理者） 

澤 田 真 弓  委 員 

川 邉 幹 男  委 員 

元 木   誠  委 員 

 

 

３ 出席説明員 

教育総務部長 古 谷 久 乃 

教育総務部総務課長 杉 本 道 也 

学校教育部長 米 持 正 伸 

学校教育部教育指導課長 川 上   誠 

学校教育部支援教育課長 小 谷 亜 弓 

学校教育部保健体育課長 鈴 木 史 洋 

学校教育部教育情報担当課長 矢 本   歩 

教育研究所長 阿 部 優 子 

教科用図書採択検討委員会委員長兼特別支援教育専門部会長 村 野   茂 

教科用図書採択検討委員会高等学校専門部会長 伊 藤   学 

学校教育部教育指導課主査指導主事 石 橋 由紀子 

学校教育部教育指導課主査指導主事 高 橋 あずみ 

学校教育部教育指導課主査指導主事 直 島 和 也 

学校教育部教育指導課主査指導主事 小日向   真 

学校教育部教育指導課指導主事 堀 井   真 

学校教育部教育指導課指導主事 黒 澤 正 道 

学校教育部教育指導課指導主事 萩 原 淳 一 

学校教育部教育指導課指導主事 宍 戸 良 子 

学校教育部支援教育課指導主事 平 本 玲 子 

教育研究所主査指導主事 新 谷 美 紀 
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４ 傍聴人 ２名 

 

 

５ 議題及び議事の大要 

○ 教育長 開会を宣言 

○ 教育長 本日の会議録署名人に元木委員を指名した。 

 

（新倉教育長） 

 本日の議事は、教科用図書の採択であるため、関係部課長及び教科用図書採択

検討委員会委員長、各部会長並びに関係指導主事が出席しております。 

 会議中、理事者の皆さんが発言される場合には、起立の必要はございませんの

で、着席されたままでお願いをします。 

 議案の審議に入ります前に、本日の教科用図書採択までの流れを確認したい

と思います。 

 小学校及び中学校については、新たに発行されることになった教科用図書は

ありませんので、令和５年度に使用する教科用図書は、以前採択したものを継続

して使用することについて、教育指導課長から議案の提案説明を受けて審議を

行いたいと思います。 

 高等学校、特別支援学校及び特別支援学級については、例年どおり採択するこ

とになります。 

 各委員におかれましては、既に６月10日から６月23日に横須賀市教育研究所

の横須賀地区教科用図書センター及び産業交流プラザで実施された教科用図書

展示会で教科用図書を閲覧していただいていることと思います。つきましては、

本日の報告を尊重しつつも、各委員の権限と責任のもとに厳正な採択をしてい

くことを改めて確認したいと思います。 

 次に、教育指導課長より採択基本方針の確認と採択事務全体の経過説明を受

けたいと思います。 

 

（教育指導課長） 

 令和５年度使用教科用図書の採択について、本日に至るまでの経過説明をさ

せていただきます。 

 令和４年４月21日の教育委員会定例会において、令和５年度使用教科用図書

の採択基本方針を決定いたしました。基本方針は次のとおりでございます。 

 教科用図書の採択にあたっては、１、公正かつ適正を期し、優れたものを採択

する。２、児童生徒及び学校、その他の特性を考慮して採択する。３、教科用図

書について、教科用図書採択検討委員会等の調査研究の結果を活用して採択す
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る、の３点です。 

 ５月20日には、教育委員会の諮問に応じ、教科用図書の採択について検討し、

答申をしていただく機関である教科用図書採択検討委員会の委員を委嘱し、同

日に同検討委員会に対して令和５年度使用教科用図書に関する検討について諮

問をしました。 

 次に、どのような形で教科用図書に関する検討、調査研究を行ったかについて

ご説明いたします。 

 本年度は、高等学校、特別支援学校、特別支援学級が採択替えとなりますので、

検討委員会内にそれぞれの校種ごとに専門的に検討を行う専門部会を設置いた

しました。 

 また、調査研究、資料の作成、需要数の報告を行うため、教科用図書調査事務

局、調査部会及び同事務部会を設置いたしました。調査事務局の設置後、約１か

月余りの間、文部科学省の教科用図書目録に記載された教科用図書の全てにつ

いて、多くの時間を費やし厳密に調査研究及び検討を行いました。 

 ６月10日から23日までの間には、横須賀市教育研究所の横須賀地区教科用図

書センター及び産業交流プラザにおいて、市民の皆様にも公開する形で教科用

図書展示会を開催し、83名の方が来場されました。こうした過程を経まして、最

終的に令和５年度使用教科用図書についての検討結果を取りまとめるため、７

月13日に２回目の検討委員会が開催されました。そこで答申内容が決定されま

した。これを受けまして、教育委員会事務局において本議案を作成したところで

ございます。 

 なお、各委員の皆様には、各教科の比較検討結果等を事前にお手元にお届けし、

それぞれの教科用図書の実情等をご検討いただいているところでございます。 

 本日は、教科用図書採択検討委員会、村野委員長より、先ほど申し上げた経過

を踏まえ、教科用図書採択についての説明がございます。ご質問等がありました

らいただきたいと思います。内容によりましては、各担当からお答え申し上げた

いと思います。 

 また、高等学校につきましては、選定する科目の教科用図書、また特別支援教

育に関しては、一部でございますが一般図書を横に並べてございます。必要があ

ればお申しつけいただきたいと思います。 

 それでは、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（新倉教育長） 

 ただいまの教育指導課長からの説明、いわゆる採択基準全体の経過説明につ

きまして、質問がございましたらお願いをいたします。 
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（質問なし） 

 

（新倉教育長） 

 質問がないようですので、採択の方法について次にお話しさせていただきま

す。 

 採択替えがなく、教科用図書採択検討委員会部会を設置していない小学校及

び中学校については、教育指導課長から議案の提案説明を受けて審議を行い、採

択の決については挙手により行いたいと思います。 

 次に、教科用図書採択検討委員会専門部会を設置している高等学校、特別支援

教育については、まず教科用図書採択検討委員会委員長及び部会長より、検討の

経過に対する説明を受けたいと思います。次に、提出された議案に対して、教育

指導課長から議案の提案説明を受けます。議案に挙げられた教科用図書のほか

に、委員の皆様から推薦がないかご意見を伺い、推薦がある場合はその科目につ

いて審議をし、採択候補の決定を行います。 

 採択候補の決定については、原則として教育委員会会議規則の第17条の規定

により無記名投票していただき、投票多数のものを採択候補として決定したい

と思います。 

 １位の投票数が同数となった場合は、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第14条の第４項により、教育長の決するところとなります。 

 採択の決については、採択候補を決定した後に挙手により行いたいと思いま

す。なお、委員の皆様から候補の推薦等がない場合には、議案に記載されている

教科用図書について審議を行い、採択の決を採りたいと思います。 

 以上が本日の採択方法ですが、ご異議ございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、そのように進めさせていただきます。 

 

 日程第１ 議案第37号『令和５年度使用小学校教科用図書の採択について』 

 

 教育長 議題とすることを宣言 

 

（教育指導課長） 

 議案第37号『令和５年度使用小学校教科用図書の採択について』ご説明いたし
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ます。 

 小学校教科用図書については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

21条第６号、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第14条及び

同法施行令第15条の規定に基づき、本年度は採択替えがございませんので、令和

元年度採択のものと同一のものを採択するものでございます。 

 採択する小学校教科用図書は、記載のとおりでございます。よろしくご審議く

ださいますようお願いいたします。 

 

（新倉教育長） 

 ただいま説明にありましたように、小学校は令和元年度に採択替えをしてお

りますので、令和５年度も同一の教科用図書を使用することについて審議する

ことになります。 

 １点だけ確認をいたします。小学校の教科用図書については、４年間同じもの

を使うという、この規定がどこかにあるということでよろしいですか。 

 

（教育指導課長） 

 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に示されております。 

 

（新倉教育長） 

 ということですので、令和５年度までが令和元年度に採択替えをしています

ので、令和５年度まで同じ教科書を使い、令和６年用のために来年度小学校は採

択替えがあるということでよろしいですね。 

 

（教育指導課長） 

 そのとおりでございます。 

 

（新倉教育長） 

 それを前提として審議をしていただきたいと思います。 

 それでは、議案の第37号について質問がありましたらお願いをいたします。 

 あえて確認で１点だけさせていただきます。 

 結局４年間同じ教科書を使うということについて、学校現場から使いづらい、

あるいはそういった教科書に対しての不満というものが教育指導課には上がっ

ていないということの確認が取れますか。 

 

（教育指導課長） 

 学校現場のほうからはマイナスの声というか、そういったものはございませ
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んので、継続して使いたいと思っています。 

 

 ほかに質問・討論なく、採決の結果、議案第37号は「総員挙手」をもって、原

案どおり可決・確定する。 

 

 

 日程第２ 議案第38号『令和５年度使用中学校教科用図書の採択について』 

 

 教育長 議題とすることを宣言 

 

（教育指導課長） 

 議案第38号『令和５年度使用中学校教科用図書の採択について』ご説明いたし

ます。 

 中学校教科用図書につきましては、地方教育行政組織及び運営に関する法律

第21条第６号、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第14条及

び同法施行令第15条の規定に基づき、本年度は採択替えがございませんので、令

和２年度の採択のものと同一のものを採択するものでございます。 

 採択する中学校教科用図書は記載のとおりでございます。よろしくご審議く

ださいますようお願いいたします。 

 

（新倉教育長） 

 ただいまの説明にありましたように、中学校は令和２年度に採択替えをして

いますので、令和５年度も同一の教科用図書を使用することについて審議をす

ることとなります。 

 それでは、議案第38号についてご質問がありましたらお願いをいたします。 

 

 質問・討論なく、採決の結果、議案第38号は「総員挙手」をもって、原案どお

り可決・確定する。 

 

 

 日程第３ 議案第39号『令和５年度使用高等学校教科用図書の採択について』 

 

 教育長 議題とすることを宣言 

 

（新倉教育長） 

 審議に入る前に、教科用図書採択検討委員会委員長より検討の経過に対する
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説明を求めたいと思います。 

 

（村野教科用図書採択検討委員会委員長兼特別支援教育専門部会長） 

 高等学校の教科用図書採択につきまして、これまでの経過をご説明いたしま

す。 

 本日に至るまでに、採択検討委員会を２回実施いたしました。 

 第１回は５月20日に開催し、基本方針、調査方法の確認を行いました。そして、

調査部会による十分な調査により作成された教科用図書選定理由書に基づき、

採択検討委員会専門部会を７月13日に実施し、種目ごとに検討を行いました。 

 委員会は、学識経験者、保護者代表、教育関係者を含め構成され、調査部会に

よる調査結果を慎重に審議し、７月13日の採択検討委員会で答申内容を決定し、

本日に至っております。 

 答申内容については、部会長より報告いたします。 

 

（伊藤教科用図書採択検討委員会高等学校専門部会長） 

 それでは、高等学校専門部会の答申内容についてご報告いたします。 

 今年度より新たな学習指導要領による教育課程に基づいた教育活動を１年次

から実施しておりますので、次年度は、２年次において使用する全ての教科用図

書が新規に採択されるものとなります。しかしながら、例外として全日制のコミ

ュニケーション技術、通し番号108番、これについては新たな学習指導要領によ

るものが発行される予定がないことから、従前の学習指導要領によるものを継

続して選定しています。発行された全ての候補本を調査対象として検討いたし

ました。 

 ３年次以上で使用する教科用図書については、新しく発行された教科用図書

がないという状況でございます。その中で、全日制課程、定時制課程とも全ての

候補本を調査対象として検討いたしました。 

 現在使用している教科用図書を変更し、新規に選定したものは、全日制課程で

は４点、定時制課程では２点ありました。これらにつきましては、現在使用して

いる教科用図書が次年度は発行されないため、新規に選定したものであります。

３年次以上のこれら以外のものについては、現在使用している教科用図書を継

続して選定しております。 

 横須賀総合高等学校のスクール・ポリシー及び各家庭の学習指導の重点、各教

科の目標等に照らして選定しており、全体的な傾向といたしましては、全日制課

程は多様なニーズを持っている総合学科の生徒たちに適したものを選んでいま

す。一方、定時制課程につきましては、特に生徒の実態に応じて理解や定着のし

やすいものを選びました。 
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 以上、答申をいたします。よろしくお願いいたします。 

 

（新倉教育長） 

 それでは、議案の説明をお願いいたします。 

 

（教育指導課長） 

 議案第39号「令和５年度使用高等学校教科用図書の採択について』ご説明いた

します。 

 高等学校教科用図書につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第21条第６号の規定に基づき採択するものです。 

 横須賀市立横須賀総合高等学校では、種目、科目ごとに高等学校教科用図書目

録に記載された検定本、著作本について調査を行い、教科用図書採択検討委員会

において検討、審議をいたしました。その結果は、お手元にある採択候補案でご

ざいます。 

 よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 

 

（新倉教育長） 

 それでは、まず検討経過についてのご質問を伺いたいと思います。 

 候補本についての質問は後ほど時間を取りますので、そのときにお願いをい

たします。 

 ただいま報告のありました検討経過についてご質問はありますでしょうか。 

 

（元木委員） 

 高等学校の全日制及び定時制の採択候補全般についてです。 

 参考資料３、高等学校経営方針における令和４年度の指導の重点において、全

日制の２と定時制の９が全日制と定時制で大きく異なる点であり、それが選定

理由書における選定理由の自学自習の精神の確立と主体的に学習に取り組む態

度を養うという観点の違いとなり、結果として同じ科目でも採択候補が異なっ

ているという認識です。この認識が合っているとした場合、指導の重点における

全日制の２にあるＩＣＴ機器の一層の有効活用のしやすさや、定時制の９にあ

るインクルーシブ教育の視点を盛り込んだ授業のしやすさという観点も選定過

程において検討されていると思います。 

 しかしながら、それらの検討内容が採択資料から読み取ることができません

でした。数例でよいですので、全日制と定時制それぞれについて、ＩＣＴ機器の

一層の有効活用のしやすさ及びインクルーシブ教育の視点を盛り込んだ授業の

しやすさの特徴のある教科書をご紹介いただけないでしょうか。よろしくお願



 - 9 - 

いいたします。 

 

（伊藤教科用図書採択検討委員会高等学校専門部会長） 

 ただいまのご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 まず、全日制が採択候補として挙げている教科書において、全日制の指導方針

に掲げているＩＣＴ機器の一層の有効活用を図ることに関した内容について、

幾つか具体例を挙げながら説明をさせていただきます。 

 最近は、多くの教科書でＱＲコードを読み込む等の方法でインターネット上

に公開されている資料を閲覧できるようになっています。例えば、通し番号22番

の数学Ⅰ、数研出版の新編数学Ⅰでは、関数のグラフにおいて数値を変えること

によって自動的にグラフが変化をするなど、ビジュアル的に生徒に理解しやす

いような工夫がなされています。また、通し番号47番の音楽Ⅰ、教育芸術社のＭ

ＯＵＳＡ１の例を挙げますと、ＱＲコードを読むと教科書の内容を説明してい

る動画のサイトにリンクが張られており、生徒はそれを見ながら自宅でも予習

や復習ができるようになっています。この例などは、本校の重点であるＩＣＴ機

器の一層の有効活用を図ることとともに、自学自習の精神の確立にもつながっ

ており、仮に再び感染症対策等で臨時休校を余儀なくされるような状況があっ

ても、効果的に活用できる内容となっています。 

 次に、定時制の指導の重点であるインクルーシブ教育の視点を盛り込んだ授

業を実践するに関して、幾つか具体例を挙げて説明をさせていただきます。 

 定時制においては、日本語を母語としない生徒が相当数おり、通常学校で配布

する資料などにおいてもルビを必要とする生徒が現時点で10数名おります。こ

のような状況に対応するため、教科書を選ぶ際にはあまり複雑な構文でない分

かりやすい表現になっているものや、読みにくい漢字にはルビを振っている教

科書をなるべく選ぶようにしています。 

 具体例としては、通し番号９番の世界史Ａ、第一学習社の高等学校改訂版世界

史Ａでは、記述が平易でルビも多用されています。また、地図や資料が豊富に掲

載され、視覚的にも理解が深まるという点で、定時制の生徒によりふさわしいと

判断いたしました。また、通し番号23番の数学Ａ、実教出版の高等学校数学Ａで

は、学習のまとめを太字、枠組みや多色刷りで強調してあり、ルビを多用した表

現で簡潔で分かりやすくまとめてあります。 

 このように、定時制では全体的に簡潔な文章で学習内容を説明し、視覚的にも

図や写真を多用し、しかも色使いなども刺激が少ないものをできるだけ選定す

るように配慮をしています。 
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（元木委員） 

 ご説明ありがとうございます。 

 選定過程において、指導の重点が考慮されているのがよく分かりました。どう

もありがとうございました。 

 

（荒川委員） 

 では、私のほうからも、全教科に関わることでございますので、質問させてい

ただきます。 

 議事録15ページに、今年度から学校として全ての選定理由書にスクール・ポリ

シーという言葉を入れることになったと書かれていました。そこで、参考資料３

の横須賀総合高等学校スクール・ポリシーのページもじっくり読ませていただ

きました。教育課程に関する方針の中に、全日制、定時制ともに地域に根づいた

横須賀のよさを再認識できる活動との記載があり、横須賀の目指す教育の姿に

も重なり、うれしく思いました。 

 そこで、各教科の中でそのような活動ができる単元あるいは教材などがあり

ましたら、具体的に紹介していただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

（教科書担当指導主事） 

 ご質問ありがとうございます。 

 スクール・ポリシーにあります地域に根づいた横須賀のよさを再認識できる

活動については、複数の教科で活動は考えられるのではないかと思っておりま

す。単元について具体的にというところですけれども、そちらについてはこの後

各教科の中でも個別に回答をさせていただきたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。よろしくお願いいたします。 

 

（新倉教育長） 

 多分傍聴の方に少し分かりにくいかなと思うのは、今タブレット等で表示を

させていただいているのですが、その該当箇所がどの表のどこに該当するかと

いうことがもし分かればきちんとご説明していただければと思います。今のス

クール・ポリシーに関しては、参考資料の３のＰＤＦが総合高校のグラウンドデ

ザイン等について書いてあるので、そちらを見ていただくと、その中の３つ目に

ある「入学の受入れに関する方針」のところに「横須賀のよさを再認識し」とい

う表現があります。できればそこの、どこが論議になっているかというのは、そ

の都度ご説明していただいたほうが分かりやすいかと思うので、お願いします。 

 それでは、高等学校の教科用図書については、教科ごとに採択候補の審議を順
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次行い、採択は全ての教科の審議終了後に一括して行いたいと思いますけれど

も、委員の皆様、いかがでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 それでは、全日制から順次採択候補の決定を行います。 

 まず、議案にあります番号１から６の国語の教科用図書について、提案説明を

お願いします。 

 

（国語担当指導主事） 

 では、私から国語科について説明いたします。 

 採択候補一覧の１番と２番の教科書についてですが、こちらは昨年度新規で

採択を行い、継続して選定しております。続きまして、３番から５番の教科書に

つきましては、新たな学習指導要領による教育課程に基づき、新規に採択候補と

するものです。 

 １つずつ説明いたします。 

 ３番、論理国語ですが、三省堂の新論理国語を提案します。 

 本書の主な特徴といたしましては、各単元で身につけたい力が明確に示され

ていること、また、教材の理解の参考になる資料や図版が豊富なことが挙げられ

ます。 

 続きまして、４番、文学国語は、数研出版の文学国語を提案いたします。 

 本書の主な特徴としましては、第１章から第２章へ２部構成で学習を系統的・

発展的に進めていけること、小説が時代別に配列されているため、近代文学の変

遷を踏まえた学習ができることなどが挙げられます。 

 ５番、古典探究ですが、東京書籍の新編古典探究を提案いたします。 

 本書の主な特徴としましては、教養を深めるコラムが非常に豊富なこと、また、

授業において取り組みやすい言語活動が複数提示されていることなどが挙げら

れます。 

 なお、６番の国語総合ですけれども、これまで使用していた教科書が次年度か

ら発行されなくなってしまったということにより、新規に採択候補とするもの

となります。定番の教材と新教材がバランスよく配置され、読み方とか書き方と

いった基本を重視した構成となっていることから、東京書籍の新編国語総合を

提案いたします。 
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（新倉教育長） 

 ただいまの説明にありましたけれども、国語の今回の１から６につきまして、

教科用の図書についてですが、委員の皆様の中で採択候補として審議したい教

科用図書というのはございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 ただいまいただきましたこれらの候補本についてご質問ございますか。 

 私のほうから。先ほど荒川委員からありましたように、学校のスクール・ポリ

シーである自学自習の精神の確立という言葉が全てやはり採択の基本になって

いるかと思うのですが、幾つか、３者ある中からそれを選んだときのキーになる

部分というのはどこだというふうに判断されたのかだけ、もう一度ご説明いた

だければ。 

 

（国語担当指導主事） 

 それぞれ自学自習を進めていけるための工夫というのは、各教科、選んだ教科

書によって様々なのですけれども、例えば３番の論理国語の三省堂版の教科書

は、先ほど少し説明させていただいたのですが、各単元で身につけなければいけ

ない力というのが、教師が分かっているだけでなく、生徒たちも分かるように、

非常に明確に書かれている、そういう教科書です。また、例えば５番の古典探究

なども、つい古典の授業というのは、先生の説明を聞いて受け身になりがちな教

科だと思われがちなのですけれども、その授業の中で子どもたち自身が言語活

動、言葉で自分たちのやり取りをしたくなるような教材が載っているなど、そう

いう教科書が提案されているなというふうに感じております。 

 

（新倉教育長） 

 それはほかの教科書では扱っていないから、ということでしょうか。 

 

（国語担当指導主事） 

 １冊ずつ全部見ていけば、そういう工夫を全くしていないということは多分

ないと思います。なぜならば、今度の指導要領は、主体的な学びというものは全

ての教科において重視されているので、それがこの教科書でないとどうしても

駄目ということはないですけれども、高等学校の先生方のお話を伺いますと、こ

の教科書がやはり自分たちの授業をするのに非常に使いやすい、子どもたちの
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実態に合った授業ができそうだという理由だというふうに聞いております。 

 

（澤田委員） 

 選定理由書10ページの４の文学国語について質問をさせていただきます。 

 単元の構成、配列で、全体が発達段階を配慮した２部構成になっているという

記述がございます。発達段階を配慮したとは、どのような発達段階で、どのよう

な配慮がなされているのでしょうか。 

 また、教材の内容のところで、地理歴史科と関連づけられ、教科横断的な学習

ができるよう工夫されているという記述がございます。総合高校のスクール・ポ

リシー「各科目等の学習内容を関連付けたカリキュラム・マネジメント」に基づ

いた授業を可能とするものだと思いますし、これは重要な視点であると考えて

います。 

 今回、地理歴史科においても新規採択になる教科書もありますが、その教科横

断的な学習の具体的なイメージがありましたら、教えていただきたいと思いま

す。 

 

（国語担当指導主事） 

 ご質問ありがとうございます。 

 この発達段階という文言は、高等学校の先生と確認させていただきました。こ

ちらについては、まずこの教科書の特徴としまして、比較的易しめの教材、そし

て、そこについている学習課題も比較的基礎的な内容の多い第１章というのが

まずあるそうです。そして、続いて比較的難しめ、そして学習課題も比較的発展

的なものが多いのが第２章という、そういう２部構成になっているというとこ

ろを確認しております。 

 １年間で全ての教材を全部やるということはもちろんできないということで、

やはりまだ学び始めの年度の初めのほうは、第１章を主に使って子どもたちと

学んでいく。そして、後半に第２章に進んでいくという意味、そういう意味での

発達を考えている。認知的なその学習に対する発達というような意味だと思う

のですけれども、そのような学習を展開する予定であると伺っております。 

 また、地歴科との関係ということで２つ目、ご質問をいただいておりますが、

ここで言う教科横断的というのは、どちらかというと、教科横断というと少し大

げさになってしまうのですが、教科融合的みたいな印象、そういうイメージだと

伺っております。文学国語で扱う題材の多くは、やはりその背景とそこに歴史的

な理解が必要になるものが非常に多くて、そのときに国語科だけで取り組むの

ではなくて、地理歴史科の授業で学んだことを具体的に想起させる、そういう場

面を設けながらやるということを伺っております。 
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（澤田委員） 

 ありがとうございます。 

 総合高校のスクール・ポリシーに、各科目等の学習内容を関連付けたカリキュ

ラム・マネジメントという言葉がありますので、ぜひ進めていただきたいと思い

ますし、当然のことながら、各教科の先生方と教材研究が必要となりますので、

採択となりましたらその点も含めて実施していただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

（新倉教育長） 

 これは表記の問題なのかと思っているのですが、通常に発達段階というと、子

どもの幼児期から上がってくる部分なので、それぞれの子どもの知的レベル的

な発達と、あるいは障害があったりとかという部分を含めていって、もっと広い

意味で取ってしまっているので、ここでこの３年間の間の１年２年、あるいは１

年間の中でというときに、発達段階という言葉を使ってしまうと、通常教育で使

っている言葉とは違ってしまっているのかなと思うので、今のご説明を聞いて

いると、これは発達段階ではなくて、１年間の授業の進捗度合いの話をしている

ように聞こえるので、文字のというか、文言の選定をもう一回きちんとしっかり

やっていただかないと、誤解を招く表現になっているのかなと思うのです。そう

いうご質問の趣旨でよろしいですか。 

 

（澤田委員） 

 はい、そうです。 

 

（新倉教育長） 

 それはぜひ、申し訳ない、教育指導課として文書作成の中で確認をしっかりし

てください。 

 

（川邉委員） 

 この中にカラーユニバーサルデザインに気を遣ったというような文章がある

のですけれども、国語科でカラーユニバーサルデザインというのは図版がある

のか、どういうところで言っているのでしょうか。カラーユニバーサルデザイン

がどういうところで意味があるのでしょうか、国語科で。 

 

（国語担当指導主事） 

 今、ユニバーサルデザインの教科書というのは本当に増えていて、もうむしろ

それのほうがスタンダードになっております。ただ、国語科の場合、特に高等学
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校になりますと、例えば文学国語であるとか古典探究になりますと、やはり先ほ

どの澤田委員からのご質問にもあるように、地歴科の知識が必要な地図が出て

きたり、歴史の年表が出てきたり、こういろいろな作家の系譜が出てきたりとい

うような、結構複雑な流れがある中で、やはりカラーであるというのは非常に有

効、視覚的に文学史などを捉えるのにも有効かなというふうに考えております。 

 

（新倉教育長） 

 そこがユニバーサルデザインと言っているのは、単にカラー化ということと

は違うので、何をもってユニバーサルデザインが優れていたかというところを

教えていただきたいということです。カラーを使っているからユニバーサルデ

ザインではないし、フォントの使い方だとか、見る人にとって見にくいとかとい

う方たちにとって使いやすいものがユニバーサルデザインの話なので、天然色

だとかカラーの色合いを使っているからユニバーサルデザインではないので。

今のご説明だと、そういったカラーを使っているからユニバーサルデザインと

いうふうにしか受け取れなかったので。だから、それを国語の文字、通常の文章

の中の文字にしても、それをユニバーサルデザインフォントを使っているもの

なのかだとか、あるいは表示をしたときにユニバーサルデザインに合った色が

使われているのかという観点なので。 

 つまり、色弱の方たちに見やすいようなものをカラーとしてその色を使って

いるかがユニバーサルデザインの判断なので、ただ色がついていることをもっ

てユニバーサルデザインではないというところがあります。だから、その特徴は

どこなのですかということの話だと思います。 

 

（学校教育部長） 

 ユニバーサルデザインは、まさに今教育長にご説明していただいた部分があ

るんですね。ユニバーサルデザインフォントとおっしゃいましたのは、ＵＤフォ

ントと表示されるのですけれども、子どもたちが、高校生も含めて文字を認識し

やすいようなフォントが開発されていまして、それを使っている教科書が、今で

はもうほとんどになっています。そして、色弱の子にもきちんと色分けがはっき

り分かるように色使いを検討しているというのも、ほとんどの教科書です。 

 先ほど、指導主事が申し上げました年表の部分などにつきましては、例えば時

代区分を無色で並べますと、ただ時代の流れが数字で出てきて、区切りが分かり

にくかったのを、時代ごとに、平安時代や鎌倉時代というように色分けしてあげ

ることで、また理解が進むといった工夫もあるという説明でございます。 
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（新倉教育長） 

 なので、１点確認をしたかったのは、ほとんどの教科書がそうなっている中で、

とりわけこの教科書を採択した理由がユニバーサルデザインに配慮しているか

らというような表現になってきているから、何か特徴があるのかということの

確認になっているのだと思うのですが。この選定した教科書がほかの教科書よ

りもユニバーサルデザインに優れていたのかということなのです。 

 

（国語担当指導主事） 

 この教科書でないといけないという、ユニバーサルデザインに関わってこれ

を特にそこの部分に特化してこちらを選定理由にしているということはないと

思います。それは、子どもたちが学びやすいという最低限の条件の中でそこをク

リアした教科書であるという意味で、高等学校ではここの理由に書いているの

かなというふうに考えております。 

 

（新倉教育長） 

 おっしゃっている部分は半分分かるのですけれども、結局、この教科書を選定

した理由書の中に明確さ、簡潔さという項目でこの教科書にとってはこうなっ

ているという特徴を出してくれている。それは、３つのうちの中で、幾つか選ん

だ中で、この教科書がどうかという優位点を書いているのだと思う。３つの教科

書が全て同じような内容だったならば、ここが選定の理由にはならない訳です。

だから、ほかと比べてこの部分で優位性があったのかということを確認をした

いということになってしまいます。 

 他の教科書がやっていないのだったらすごく分かる。今、部長は、いやそんな

ことなく本当の教科書を今みんなＵＤフォントが使われたりしているのですと

いうことになれば、同じ基準であって、この教科書を選んだ選定理由のところに

出てくるわけではないことになってしまうので、ただ一律に全部書かれている

から、非常にそこが疑問になったというだけです。その辺は、ほかの教科書と変

わらないのですか。 

 

（学校教育部長） 

 おっしゃるとおり大きな差は、指導主事が申し上げしたように、ないですけれ

ども、そういう差のない中で、今回の文学国語の場合は３社を比較してこのユニ

バーサルデザインの部分も含めて一番分かりやすかったり、総合高校の生徒に

とって使いやすい教科書であるという判定を総合的にしてきたというところも

ございます。そういった観点から、決め手がＵＤフォントであったり、ユニバー

サルデザインで、この会社だけがそれを使っているという、そういう観点ではな
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かったのですけれども、それぞれを比較した上で総合的にこの会社のが一番い

いだろうとふうに考えたということでございます。 

 

（新倉教育長） 

 ですので、できれば、ほかの３つとの中で際立ってここがよかった、あるいは

こういう感覚だからこの数冊の中からこれを選んだというふうにご説明をして

いただけるようになれば、他との本との優位性がどこにあったのかというとこ

ろに少し強調して説明していただければ分かりやすいかなと思ったので。 

 それでは、質問がなくなりましたので、質問を打ち切り、討論に入らせていた

だきますが、ご意見はございますか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、国語の教科用図書に関する審議を終了して、採択候

補を決定しておきたいと思います。 

 国語につきましては、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよろ

しいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

まず決定いたします。 

 次に、高等学校全日制の地理歴史、番号７から17の地理歴史の教科用図書につ

いて提案説明をお願いします。 

 

（地理歴史科担当指導主事） 

 私からは、地理歴史科を説明させていただきます。 

 採択候補一覧の８番、こちらにつきましては、昨年度新規で採択を行い、継続

して選定しております。11番から15番、そして17番についても、従前の学習指導

要領による教育課程に基づき、継続して採択候補とするものです。そして、７番、

９番、10番、16番については、新たな学習指導要領による教育課程に基づき新規

に採択するものですので、順次説明させていただきます。 

 ７番、地理総合につきましては、帝国書院、高等学校新地理総合を提案いたし
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ます。 

 この本を提案する主な理由としては、豊富な写真や図表、そしてそれらと因果

関係が分かる本文を通じて、地理的な見方、考え方を働かせた学習ができること、

世界各地の地誌にも触れており、異文化理解につながること、単元における学び

のプロセスが整理されており、主体的・多様的で深い学びへとつながることなど

です。 

 また、先ほど荒川委員よりいただいたご質問、横須賀のよさを再認識できる活

動の単元例について１つご紹介させていただきます。 

 この帝国書院地理総合には、生活圏の調査と地域の展望という単元があり、調

査テーマの設定方法や現地調査の手順、発表方法が提示されております。したが

って、この単元では、主に地理的要因を中心に横須賀市の現状分析ですとか未来

の姿といったものについて考える学習を行うことができると考えています。 

 続いて、９番、日本史探究につきましては、山川出版社、詳説日本史を提案い

たします。 

 この本を提案する主な理由としては、本文が簡潔かつ明確で分かりやすいこ

と、各ページに適切な問いが設定されており、主体的に思考力・判断力を深めら

れるよう工夫されていること、教科書内にＱＲコードを配置して、自学自習をし

やすくする工夫がされていることなどです。 

 続いて、10番、世界史探究については、実教出版、世界史探究を提案いたしま

す。 

 この本を提案する主な理由としては、主題の問いを確認していく構成になっ

ており、課題意識を持って学びに向かうことができるように工夫されているこ

と、効果的で多彩な資料を活用した特集ページにおいて、多面的・多角的に考察

し、思考力・判断力・表現力の育成を図ることができるように工夫されているこ

となどです。 

 16番、地図につきましては、帝国書院、新詳高等地図を提案いたします。 

 この本を提案する主な理由としては、一般図と資料図が充実していること、読

図コーナーが各所に設けられており、発展的な学習に活用できることなどです。 

 

（新倉教育長） 

 それでは、ただいまの説明にありました地理歴史の教科用図書について、特に

今回新規で上がっております７番、９番、11番、16番のそれぞれの教科書につき

まして、委員の皆様の中で採択候補として審議したい教科用図書はございます

でしょうか。 
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（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 それでは、提案をいただきました地理歴史の教科用図書について質問をお願

いをいたします。これらの候補本に関しまして、何かご質問があればお願いをい

たします。 

 

（川邉委員） 

 教科書展示のときに、この地理総合というのをちょっと見たのですけれども、

非常に地理というものから様々な事象を説明しているような、いい教科書だな

と思ったのですけれども、この候補一覧のところを見ますと、そういった地理総

合的な教科書というのはほかにはないのでしょうか。 

 

（地理歴史科担当指導主事） 

 もちろんほかの出版社のほうにも様々な工夫はされているとは思うのですけ

れども、今回この帝国書院のほうを選ばせていただいたところの大きな理由と

しましては、やはり自学自習ということで、その単元の中での課題、こちらにつ

いて子どもたちがそれぞれ探求していくときにおいて、やはり豊富な資料です

とか、その単元の中で今自分たちがどういう学びをしているのかといったとこ

ろが一番ほかの本に比べて確認しやすく、自学自習の中で進めやすいというこ

とで、こちらを選定いたしました。 

 

（新倉教育長） 

 私から一般論で教えていただきたいのですが、教科書にＱＲコードが載って

いるから便利だというご指摘があるのですが、実際、授業中にＱＲコードはどの

ように読むのですか。 

 

（地理歴史科担当指導主事） 

 今ご質問いただいたＱＲコードにつきましては、今回、日本史探究のところで

書かせていただいたのですけれども、日本史探究の教科書の中にもあるものと

ないものがございました。今回、山川出版社のほうを選定した理由としましては、

本文の中で子どもたちが疑問に思うであろう内容ですとか、そういったものを

補足するような説明的な要素が山川が強いと。それを単元の中の課題探究学習

の中で子どもたちが自学自習する中で、自身が持っているタブレットで読み取

っていくというイメージを持っています。 
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（新倉教育長） 

 というのは、総合高校はいち早くパソコンなりＰＣ、タブレットというのを自

分たちで持つ形にしているのだけれども、今の生徒が持っているタブレット、い

わゆるＰＣでは、ＱＲコードをそのまま読み込めないんですよね。だから、読み

込もうとしたら自宅に帰って携帯から、あるいはスマホから読み込んでという

作業を別にしないと授業では使えないんですよね。 

 つまり、ＱＲコードがあり、これがいいんですと言いながらも、授業現場で、

そもそも生徒がスマートフォン持ってきてパソコン以外にそれを使っていると

いうのだったら効果はあるんだけれども、授業時間中に使えないものを優先順

位で上げてくるというのは、どのように今後の学校の生活を考えたらいいのか

なと。 

 

（地理歴史科担当指導主事） 

 すみません、実際にそのＱＲコードの活用・運用に関しましては、今後総合高

校の地理歴史科担当の教員と協議して進めていきたいと思います。 

 

（新倉教育長） 

 私が質問したのは、あえてそのＱＲコードがある、新しい要素としてそういう

ものが使えるのだということは、いわゆるそれが主たるものではなくて、あくま

で付加価値的なものがついているのだということが選択の中の基準でしかない

ということでいいのですよね。これがあったから選択したのだということにな

ると、授業で使えないのになぜ選択しているのだという論議になってしまうの

で、それをメインにされるとちょっと違ってしまうかなと思っているので。 

 

（地理歴史科担当指導主事） 

 今おっしゃられたそのとおりでございます。 

 

（新倉教育長） 

 他に質問ないようですので、質問を打ち切り、討論に入らせていただきます。 

 何かご意見等ございますか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、地理歴史の教科用図書に関する審議は終了し、採択

候補を決定しておきたいと思います。 
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 地理歴史につきまして、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよ

ろしいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定をいたします。 

 次に、番号18番から21番の公民の教科用図書について、提案説明をお願いいた

します。 

 

（公民科担当指導主事） 

 それでは、公民科についてご説明させていただきます。 

 番号19番から21番につきましては、従前の学習指導要領による教育課程に基

づき、継続して採択候補とするものです。18番につきましては、新たな学習指導

要領による教育課程に基づき、新規に採択するものです。 

 18番、公共につきましては、数研出版、新版公共を提案いたします。 

 この本を提案する主な理由としては、図やグラフなどの資料が適切な内容で

本文上部に整理されており、調べ学習がやりやすいこと、また中学校で学習した

用語に赤の下線が引かれており、中学校社会科公民的分野とのつながりを踏ま

えた系統的な学習ができることなどです。 

 

（新倉教育長） 

 ただいま説明にありました公民の教科用図書について、特に18番、公共の分野

につきまして、委員の皆様の中で採択候補として審議したい教科用図書はござ

いますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 それでは、公民の教科用図書18番から21番についての質問をお願いいたしま

す。これらの候補本に関してご質問等ございますでしょうか。 

 私から確認をさせてください。 

 今のご説明の中で、提案理由として、中学校で学習した用語に赤下線が引かれ
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ていますということがありました。自分のところで発行した教科書であれば、自

分のところがの中学校の教科書で使っているよとすぐ分かるのですが、この出

版社である数研は、中学校で使っている公共の教科書全てを点検しているとい

うことでいいのですか。つまり、中学校で学んでいるという、その限定というの

はどこを言っていらっしゃるかを知りたい。 

 

（公民科担当指導主事） 

 赤の下線が引かれている箇所といいますのは、中学校の学習指導要領公民的

分野において、知識・技能のところに書かれている言葉になります。 

 

（新倉教育長） 

 中学校でやっている公共の文言というのは、これは学ばなければいけないと

いうものが網羅されているものが存在しているのですか。 

 

（公民科担当指導主事） 

 学習指導要領の公民的分野のところの資質・能力、知識・技能の各単元のとこ

ろに記述されております。そちらについて赤線が引かれているということにな

ります。 

 

（新倉教育長） 

 それは文部科学省が学習指導要領をつくる中で、中学校で覚えなければいけ

ない公共の用語というものが、用語集のように決まっている。だから、その用語

がこの教科書で使われる場合に、自分のほうで教科書を使う場合に赤線を引い

たのだということになると思う。 

 確認をしたかったのは、中学校の学習指導要領で使うべき公共の用語という

のが、限定的に何文字、あるいは何千文字と決まっているのですかということな

んです。決まっていないのに、中学校で使っている公共の文字がこの教科書で赤

線で表示されていますというのには、一致しないのではないかと指摘している。

それとも逆に、ここの教科書業者さんは、中学校で使っている公共の教科書全て

を点検し、使っている言葉だと自社が自信を持って書いたのかということを聞

きたいわけです。 

 

（公民科担当指導主事） 

 赤線を引いた場所というのは、出版社のほうで判断されて引いていると思い

ます。学習指導要領に書かれている、その知識・技能のところに書かれている文

言全てをというよりは、その中で重要とされているような、例えば中学校の教科
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書でいうと太文字になっているですとか、そういった部分について赤の下線を

引いていると考えられます。 

 

（新倉教育長） 

 もう一回確認します。その赤の下線が引いてあるものについては、中学校のと

ころで公共で習ったよねということの確認だけであって、この内容については、

どこを見たら分かるのか。また何かの本で引くのか。私もこれを見せてもらった

ときに、赤線が引いてあるんだけれども、どこにこの文字、文言の説明が行けば

分かるようになるのか。つまり、中学校で習ったはずだよと言いながらも、習っ

たはずだと指示しているだけで、習った内容はどこへ行けばたどり着けるのか

なと。 

 

（公民科担当指導主事） 

 今ご指摘のとおり、新版公共の中では説明が十分にはされていないというふ

うに確かに思います。ですので、中学校の復習といいますか、見返しながら調べ

学習を進めて、子どもたちが進めていくという形になるかと思われます。 

 

（新倉教育長） 

 逆に先生の教える側としては、既に教わっているはずだから、それを復習しな

がらここを使って強調しながらより理解を深めさせる、そのために赤線が引い

てあるほうが使いやすいのだということを強調したいということなのでしょう

か。 

 

（公民科担当指導主事） 

 はい、おっしゃるとおりでございます。 

 

（元木委員） 

 新しい学習指導要領になってから、この公共というものを学ぶ形になったと

思うのですが、もちろん生徒さんの理解のしやすさというところは選定理由の

中で分かるのですが、逆に先生のほうで、教えやすさというか、説明のしやすさ

というような観点からは、何か先生から意見とかはございませんでしょうか。 

 

（公民科担当指導主事） 

 今回新しく設定されました科目、公共という科目につきましては、やはり成人

年齢の引下げというのが一つのきっかけとなって、探究的で協働的な学びの中

で、より主権者としての資質・能力を育成するという趣旨のもと設定されており
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ますので、この教科書を選定する上でも、やはりそういった子どもたちが自ら考

え探求していくような問いの設定というところでいうと、教科書には幾つか、い

ろいろな種類がありますけれども、かなり冒険的といいますか、かなり内容が省

かれているものよりは、しっかり内容もある程度網羅されておりつつ、そういう

探究的な課題設定がされ、しやすい教科書ということで、今回こちらの教科書を

選定したということになります。 

 

（元木委員） 

 先生的にも教えやすいということでしょうか。 

 

（公民科担当指導主事） 

 おっしゃるとおりでございます。 

 

（元木委員） 

 分かりました。ありがとうございます。 

 

（新倉教育長） 

 他に質問もないようですので、討論に入らせていただきます。 

 何かご意見等ございますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、公民の教科用図書に関する審議を終了し、採択候補

を決定したいと思います。 

 公民につきまして、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよろし

いでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定いたします。 

 次に、番号22から30の数学の教科用図書について、提案説明をお願いします。 
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（数学担当指導主事） 

 それでは、数学の教科用図書について提案説明をさせていただきます。 

 採択候補一覧22番、それから27番については、昨年度新規で採択を行い、継続

して採択候補とするものです。また、23、25、26、28、30については、従前の学

習指導要領による教育課程に基づき、継続して採択候補とするものです。24、29

については、新たな学習指導要領に基づく教育課程に基づいて、新規に採択候補

とするものです。 

 順にお話しさせていただきます。 

 24、数学Ⅱは、数研出版の新編数学Ⅱを提案いたします。 

 本書を提案する主な理由は、本書がそれぞれの章で必要となる数学Ⅰ、数学Ａ

の内容がウォームアップとして章の初めの提示で扱われていること、例題が精

選されていること、定理の証明と練習問題のつながりを意識した問題配列にな

っていることなどが数学的な思考力をより高めることにつなげることができる

からです。 

 29番、数学Ｂは、数研出版の新編数学Ｂを提案いたします。 

 本書を提案する主な理由は、本書がＱＲコードを読み取ることで自学自習を

充実させるような仕組みがあることや、数列の部分では表を用いて規則性を考

えることができる教材となっているため、事象を数学的に考察する能力を養っ

たり、数学の楽しさを実感したりすることができる構成となっていることなど

です。 

 

（新倉教育長） 

 ただいまの説明にありました数学の教科用図書について、特に24と29ですね。

これらを採択候補として挙げてまいりますが、委員の皆様の中で他の採択候補

として審議したい教科用図書はございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 それでは、数学の教科用図書について、候補本についての質問に入らせていた

だきます。 

 

（荒川委員） 

 先ほど、校長先生のほうからもご説明があり、また地理歴史のところでも少し

話題になったことに関係するのですけれども、全日制資料28ページ、数学Ⅰ、内
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容の工夫について、理解を助けるアニメーションや活動を効果的に行うための

ツールなどデジタルコンテンツが用意されており、生徒自らアクセスし利用す

ることができると記述があるのですけれども、これは自学自習するときにより

理解を深めるためのものなのか、あるいはまた生徒が発展的な学習に取り組む

ときに利用するものなのでしょうか。そのあたり、生徒の利用状況も含めて教え

ていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（数学担当指導主事） 

 ご質問ありがとうございます。 

 数研出版新編数学Ⅰに用意されているデジタルコンテンツについては、今委

員のおっしゃった自学自習をするときに理解を深めるものにどちらかというと

当たるかと思っております。各章で学ぶことの概要が動画で示されていたりと

か、基本的な用語や公式あるいは計算の方法だったりとか、あるいはグラフの概

形等が値を入れることで操作によって確かめることができるようになっていた

りします。 

 また、どのような形で使っているかとちょっと高等学校の先生に確認はしな

かったのですが、授業者によっては授業の中でもこちらを授業者の指示で扱わ

せることもあるということですので、恐らくですが、私もこちらを確認するとき

にアドレスを直接入力することによってアクセスすることもできましたので、

学校の中で個人の生徒一人一人の端末の中でそういった活用をしたのかなと推

測をしております。 

 また、生徒については、このコンテンツを家庭学習においても活用している生

徒もいると聞いております。 

 

（新倉教育長） 

 私から、もう基礎的な部分で一度教えていただきたいのは、いわゆる数学Ａ、

数学Ｂというのは、あるいは数学Ⅰ、数学Ⅱというふうに並んでくるというのは、

ある意味での初級編から中級編に上がっていくという、そのような認識がある

んですがいいのでしょうか。つまり、例えば１年生のときには数Ⅰのある程度の

この部分までやるけれども、それより深いところは数Ⅱになるのですよ、積み重

なっていくものと数学の教科書は作られていると考えていいのですか。 

 

（数学担当指導主事） 

 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲについては順序性がありまして、Ⅰの次にⅡ、Ⅱの次

にⅢというふうに履修しなければならないものになっておりますが、数学Ａ、Ｂ、

Ｃについては、特に順序性がなく学習することもできるようになっています。た
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だ、数学Ⅰを学習していないと、数学Ａ、Ｂ、Ｃ、前提になる知識や技能が少し

不足する部分もあるので、少し扱いづらいのかと思いますが、数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの

ような順序性はございません。 

 

（新倉教育長） 

 何が聞きたかったかというのは、そういうふうにもし系統的に形がつくられ

ているとすると、数学Ⅰの教科書を選択することによって、おのずから数学Ⅱだ

とか数学Ａ、数学Ｂという教科が、教科書のⅠを選択したことによって、ほかの

ところが自動的に、ある意味で系統的に使っていかなければいけなければ、その

出版社の教科書を使うという流れになってしまうのではないですかという趣旨。

その意味で、逆に言えば、数学Ⅰが今この数研であるのだったら、数学Ⅱはやは

り数研であったほうが教えやすいだろうし学びやすいということは言えるので

すが、だとすると、数学のⅠを選定することが一番大きな要素になってきてしま

うのではないかなと思っています。仮に、逆に数学Ⅰが数研というところである

けれども、数学Ⅱが別の教育出版社であっても、授業や生徒の学習に対して影響

は全くないと理解していいのですか。 

 

（数学担当指導主事） 

 全て種目としては別のものになりますので、異なる出版社の教科書を使用し

ても問題はないと捉えます。ただ、同じ出版社にするメリットも今教育長おっし

ゃったようにあるかと思いますので、もし異なる出版社を選ぶ場合には、そのメ

リットと比較検討しながら選定することになるのかなと捉えております。 

 

（新倉教育長） 

 だからこそ、今回の選定のときに、なぜこれを選んだのですかというところの

理由がそこではっきりとしてくれなくてはいけないのではないですかというこ

となんです。 

 逆に、今ここで数研出版のものを数Ⅰに対応する数Ⅱにしました、数Ａに関し

ての数Ｂにしましたというならば、メリットもあればデメリットもあるのか、ほ

かのものでもよかったのに、ほかのところでは何のデメリットがあるのかとい

うことを強調してもらわないと、分かりにくいのではないかなということです。 

 

（数学担当指導主事） 

 おっしゃる意味よく分かります。 
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（澤田委員） 

 確認をさせていただければと思います。 

 29番の数学Ｂの選定理由で、事象を数学的に考察する能力を養うことという

のは、新しい学習指導要領で求められている力、データを読み解く力や根拠を持

って説明するという力につながっていくと考えてよろしいですか。 

 

（数学担当指導主事） 

 はい、まさにおっしゃるとおりでございます。 

 

（澤田委員） 

 ありがとうございました。 

 

（新倉教育長） 

 他に質問ないようですので、討論に入らせていただきます。ご意見等ございま

すか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、数学の教科用図書に関する審議を終了して、採択候

補を決定したいと思います。 

 数学について、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよろしいで

しょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定いたします。 

 次に、番号31から44の理科の教科用図書について提案説明をお願いいたしま

す。 

 

（理科担当指導主事） 

 私からは、理科について説明させていただきます。 

 採択候補一覧より、36番につきましては、昨年度新規で採択を行い、継続して
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選定をしております。また、32、34、35、37、39、41、42、44につきましては、

従前の学習指導要領による教育課程に基づき、継続して採択候補とするもので

す。31番、33番、38番、40番、43番につきましては、新たな学習指導要領による

教育課程に基づき、新規に採択候補とするものです。 

 それぞれを説明させていただきます。 

 31番、科学と人間生活については、実教出版の科学と人間生活を提案します。 

 本書の特徴としましては、内容がコンパクトにまとめられており、平易で図や

写真から興味関心を喚起する工夫があること、課題の設定、仮説、方法、調査結

果、考察などに区分され、探究的な学びを促していること、対話的・協働的な学

びを通して理解を深める工夫があることが挙げられます。 

 33番、物理基礎につきましては、数研出版の物理基礎を提案いたします。 

 本書の特徴といたしましては、多くの実験が紹介され、物理現象、物理法則を

深めることができること、生徒の生活や経験に即した物理現象を紹介している

こと、ドリルが豊富であり、つまずき解消の工夫があることが挙げられます。 

 38番、化学につきましては、実教出版の化学ａｃａｄｅｍｉａを提案いたしま

す。 

 本書の特徴といたしましては、発展として補完的な記述があり、科学的な考え

をより深く理解するようにしてあること、巻末にアカデミア探究編などが設定

してあり、より広く学ぶ工夫があることが挙げられております。 

 40番、生物基礎につきましては、数研出版の高等学校生物基礎を提案いたしま

す。 

 本書の特徴といたしましては、簡潔で的確な文章でまとめられていること、模

式図、写真の配色や配置が優れていること、生徒の自主学習がしやすいことなど

が挙げられております。 

 43番、地学基礎につきましては、第一学習社、高等学校改訂地学基礎を提案い

たします。 

 本書の特徴といたしましては、見通しを持って実験観察を行う具体的な事例

があり、科学的に探究するための教材設定になっていること、トライというもの

が適宜設けられていて、実践的に活用しやすいということが挙げられておりま

す。 

 

（新倉教育長） 

 ただいまの説明にありました理科の教科用図書について、委員の皆様の中で

採択候補として審議したい教科用図書はございますでしょうか。 

 

 



 - 30 - 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 それでは、理科の教科用図書について質問に入らせていただきます。これらの

候補本に関してご質問等があればお願いをいたします。 

 すみません、私から一般的な話で。 

 例えば２年生で使ったやはり同じような教科書と３年生になって読むものっ

て、これは継続してやるのですか、これ。つまり、何が言いたいかというのは、

学年で使う教科書というのが、科学と人間生活、あるいは物理基礎だとか、ある

いは化学か、それから生物基礎というのが、２年で使う教科書、３年で使う教科

書というふうに別々にあるわけですよね。今ここで一覧で示している限りにお

いては、今回の物理基礎、つまり33番以外は、２年３年あるいはという使うとこ

ろは同じ教科書出版社がその学年用に作ったものを使ってきている。 

 逆に、34番という物理基礎が昨年なり一昨年に既に決まっていて３年生はそ

れを使っているのだけれども、今度の２年生については別の会社の教科書を使

いますよという話を今回提案されているわけです。そういうふうに、出版社が変

わっても構わないものなんですか。それとも、これは、ここの教科書の考え方と

いうのは、２年生で取ったら３年生で取らなくていいものなんですか。この教科

書、２年用、３年用と言っているのは。 

 例えば英語のように３年間学ぶのだとしたら、１年で使った教科書の出版社、

２年で使った教科書、３年生で使う出版社の教科書が全部違うとなかなか使い

づらいのではないかなと単純に思うわけです。理科のここの部分については、２

年生と３年生というのは、ただその年度、学年になったときに単年度１回だけ取

ればいいものなのか、２年で学び３年で学ぶと、２か年続けて学ぶものなのか。 

 

（伊藤教科用図書採択検討委員会高等学校専門部会長） 

 理科でいいますと、学習指導要領では科学と人間生活、物理基礎、化学基礎、

生物基礎、地学基礎、このうちから科学と人間生活を含む２科目または今申し上

げた基礎を付した科目を３科目は必ず履修しなければいけないということにな

っております。 

 それと、今教育長のご質問にありました年次を継続して履修することはある

のかということですけれども、これはございません。各年次でそれぞれの科目が

完結をしますので、例えば本校の場合には全日制では１年次で化学基礎を２単

位、必履修にしています。今申し上げたような法則にのっとりますと、２年次で

科学と人間生活または他の基礎科目を選択をすれば必履修が満たされることに
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なります。 

 このようにして履修をし、さらに専門的に履修をしたいものについては、化学

基礎については１年で履修していますから、２年次で化学、４単位ものを履修す

ることができます。それ以外の専門、４単位ものについては、３年次で履修をす

ることになるので、それぞれの年次で完結をするので、２年次で使った教科書を

３年次で再び使うということはございません。 

 

（新倉教育長） 

 ただ、教科書選定の部分がうまく伝わっていればいいなと思っての質問なん

です。なぜかというのは、これは今回高校２年生の教科書については採択替えが

行われているから、２年次で使う教科書については一斉にもう一回選択し直さ

なくてはいけないというのが今回の話なんですよね。単純にこの表だけで見て

いってしまうと、今あるように２年生でも３年生でも選択ができるというのだ

ったら、３年生で例えば科学と人間生活の部分でいえば、３年生の部分で継続に

なっているけれども、２年生で今採択しているやつだとそのまま３年生も使っ

たっていいではないかと思うだけの話なんです。結果的にどこかで取ればいい

という科目であれば、２年であろうと３年であろうと教科書１つでいいという

ところの疑問だったわけです。 

 そこが数学Ⅰだとか数学Ⅱとは少し違うのがここの分野だとすれば、はっき

りとしなくてはいけないのは、２年生が使う部分というのは今回採択替えが行

われているから、前の３年生が使っている教科書をそのまま２年生が使うわけ

にはいかなくて、今採択を受けた学年の教科書の中からもう一回選び直さなく

てはいけないということが言われているということが、今回の採択だというこ

とをもう一回念を押したかったということです。 

 その上で、これまでいえば、その３年生のときまでは、そういう意味では今年

使っていた実教出版のものから数研に変えたのはここの分野だけなので、そこ

のはなぜ変えたのか。つまり、33番の採択理由をもう一回はっきりとさせてほし

いということだけなんです。 

 逆に言うと、これまで使って教えていた先生からすれば、同じ先生がもし２年

生と３年生を持つとすれば、同じように教えようとするならば、３年生には別の

教科書を使って２年生には新しい教科書を使って教えていかなくてはいけない

としたら、非常にやりにくくないのかなという気もしたわけなんです。出版社な

りが同じであれば、ある程度は経験があるからいいけれども、違うものを使った

ほうがいいというメリットはどこにあったから、今回この採択を33番を推した

のかということをもう一回説明をしていただきたいのです。 

 



 - 32 - 

（理科担当指導主事） 

 今回の数研出版の主な特徴として、こちらが選ばれた一番の部分としまして

は、今回の実験が数多く紹介されている点と、その実験から物理現象であるとか

法則というものがつなげやすいというところ、そしてその点が生活に根づいた

ようなものがかなり多く紹介されていると。それを補うような形でドリルでの

つまずきが１つの章の中に、本文の中にもありますし、章の後のところにもドリ

ルとしてかなりの量が配置されてあります。そこが主な特徴としておりますの

で、そこが今回数研出版を推した理由になると思います。 

 

（新倉教育長） 

 念押しをしたかったのは、では、そこにある34番は継続しないで、この教科書

を使うことは法律上駄目なのですか。 

 

（学校教育部長） 

 34番につきましては、これは現行といいますか、旧学習指導要領の内容に基づ

いて作られている教科書で、その旧学習指導要領で学習するのが来年度の３年

生が最後になります。そのために、３年生が使うものについては継続で、旧の学

習指導要領に基づいた教科書を継続で選んでいて、来年の新しい２年生からは

新学習指導要領に基づいた授業となってまいりますので、その新学習指導要領

に基づいた新しい教科書を選定しているという形になっております。 

 

（新倉教育長） 

 そうすると、39番の選定理由のところに本校生徒に最も適していると判断し

たと言ってしまうと、本校生徒ではないんだよね。当該学年でしかないんだよね。

本校生徒に全て適しているのだったら継続している３年生の教科書だって変え

なくてはいけないということにこだわっているのです。だから、ちょっと教科書

の選定の在り方と、どこが今年問題になっていて、何を選考しようとしているか

ということを確認しなくてはいけないのだと思って。そこなんです。そこを明確

にもう一回していただいたほうが分かりやすいかなと思いました。 

 他に質問ないようですので、討論に入らせていただきます。ご意見等ございま

すでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、理科の教科用図書に関する審議を終了し、採択候補
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を決定したいと思います。 

 理科につきまして、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよろし

いでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定いたします。 

 次に、番号45、46の保健体育の教科用図書について提案説明をお願いします。 

 

（保健体育課長） 

 保健体育に関しては、３年間１冊の教科書で学習します。 

 採択候補一覧の45番については、昨年度新規で採択を行い、継続して選定して

おります。46番については、従前の学習指導要領による教育課程に基づき、継続

して選定するものです。１年次及び２年次については新たな学習指導要領、３年

次については従前の指導要領による教育課程のため、２冊候補を挙げています。 

 

（新倉教育長） 

 ただいまの説明にありました保健体育の教科用図書について、委員の皆様か

ら採択候補として審議したい教科用図書はございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 ないようですので、保健体育の教科用図書についての質問に入らせていただ

きます。 

 今提案いただいている候補本に関してご質問等ございますでしょうか。 

 私から１点だけ。今度の１年生、２年生については45番の教科書が使われるわ

けですが、その後というのかな、再来年になったら、この46番の教科書がなくな

るということでいいのですか。来年３年生のために46番の教科書があるわけで

すが、改訂されていて、３年間使うということになると、来年、再来年には46番

がなくなって、45番を３年間使うか、新たな選定採択を受けたら別のが生まれて

くるという、そういう流れでいいということですか。 
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（保健体育課長） 

 今教育長がおっしゃったとおりです。 

 

（新倉教育長） 

 では、他に質問ないようですので、討論に入らせていただきますが、ご意見等

ございますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、保健体育の教科用図書に関する審議は終了させて

いただき、採択候補を決定したいと思います。 

 保健体育につきまして、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよ

ろしいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定いたします。 

 次に、番号47から56の芸術の教科用図書について提案説明をお願いします。 

 

（芸術担当指導主事） 

 音楽について説明します。 

 47番については継続、48番については新たな学習指導要領による教育課程に

基づき、新規に採択候補とするものです。 

 48番の音楽Ⅱについては、教育芸術社のＭＯＵＳＡ２を提案いたします。 

 音楽Ⅰで学習した内容を基礎とし、さらに発展した内容を学習し、幅広く様々

な音楽に親しむという音楽Ⅱの教科目標に照らし合わせて検討した結果、生徒

が自ら主体的に学習が進められる点や多様なジャンルから精選された楽曲がそ

ろっている点で、生徒に最も適していると判断しました。 

 49番、50番については、従前の学習指導要領による教育課程に基づき、継続し

て採択候補とするものです。 

 美術と書道については、別の担当から説明をします。 
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（芸術担当指導主事） 

 私のほうからは、美術・書道について説明いたします。 

 51番の美術Ⅰについては、昨年度新規で採択を行い、継続して選定しておりま

す。 

 次に、書道についてです。 

 52番と56番については継続、54番については新たな学習指導要領による教育

課程に基づき、新規に採択候補とするものです。 

 54番の書道Ⅱについては教育出版の書道Ⅱを提案いたします。 

 この本を提案する主な理由としましては、古典の学習から創作に至るプロセ

スを平易に説明する中で、習字資料を掲載し、学習者が効果的に学習できるよう

に工夫されていることが挙げられます。 

 53番と55番については、これまで使用していた教科書が発行されないことか

ら、新規に採択候補とするものです。 

 53番の書道Ⅰについては、光村図書の書Ⅰを提案いたします。 

 この本を提案する主な理由としましては、基礎的な学習に重点を置き、学習教

材の選定や提示の仕方がバランスよく、鮮明な図版で半紙と同じ形のためその

まま活用することができ、学習のしやすさを第一に考えた工夫などが挙げられ

ます。 

 55番の書道Ⅱについては、光村図書の書Ⅱを提案いたします。 

 この本を提案する主な理由は、書のⅠから発展させる教材を取り上げられて

いること、漢字仮名交じりの書では、漢字や仮名の古典学習と関連させた作例が

多く取り上げられていることなどで、生徒の学習意欲を引き出し、効果的な学習

ができることが挙げられます。 

 56番の書道Ⅲについては、従前の学習指導要領による教育課程に基づき、継続

して採択候補とするものです。 

 

（新倉教育長） 

 ただいまの説明にありました芸術の教科用図書について、委員の皆様の中で

採択候補に挙げたいという教科用図書はございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 それでは芸術の教科用図書についての質問を伺わせていただきます。 

 これら候補本に関してのご質問があればお願いをいたします。 
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（質問なし） 

 

（新倉教育長） 

 質問もないようですので、討論に入らせていただきます。 

 何かご意見等ございますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、芸術の教科用図書に関する審議を終了して、採択候

補を決定したいと思います。 

 芸術につきましては、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよろ

しいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定いたします。 

 次に、番号57から63の外国語の教科用図書について提案説明をお願いします。 

 

（外国語担当指導主事） 

 私のほうからは、外国語の教科書についてお話をさせていただきます。 

 一覧の57番、ＢＬＵＥ ＭＡＲＢＬＥに関してですが、これについては、昨年

度採択していただいた新しい学習指導要領に基づいた教科書のものを引き続き

こちらでお示しをいたしました。続いて58番、ＶＩＳＴＡですが、これは旧学習

指導要領に基づくものになるのですけれども、今年採択しているものが、使用し

ていた教科書が新たに発行されないことから、新規に採択候補といたしました。

続いて59番のＢＬＵＥ ＭＡＲＢＬＥですが、これは新たな学習指導要領によ

る教育課程に基づき、新規に採択候補とするものです。60番それから61番に関し

ましては、本年度に引き続き継続して採択をお願いするものです。62番、Ｇｅｎ

ｉｕｓにつきましては、こちらも新たな学習指導要領に基づく教育課程に基づ

いて新たに選定採択候補とするものです。63番については、本年度使っているも

のを継続して採択候補としているものです。 

 それでは、新規にお願いをするものについて、それぞれご説明をさせていただ
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きます。 

 まず58番のＶＩＳＴＡなのですけれども、先ほどお話ししたように、これまで

使用している教科書が発行されていないことから、新規に候補とさせていただ

きました。候補本の中から見比べたときに、比較的読む・聞く・話す・書く、い

わゆる４技能と言われるものの活動のバランスがよく配置をされているという

ところが見られるかなというふうに感じております。 

 あとは、そのレッスンに入る前のプレレッスン的なところの内容が基本事項

を押さえているというところが比較的見られることから、こちらの教科書のほ

うを採択候補といたしました。 

 続いて、59番のＢＬＵＥ ＭＡＲＢＬＥです。 

 英語コミュニケーションⅠでＢＬＵＥ ＭＡＲＢＬＥを選んでいるというと

ころもあり、英語コミュニケーションⅡでもＢＬＵＥ ＭＡＲＢＬＥをという

ところもあるのですけれども、ほかの教科書候補と比べまして、４技能５領域、

５領域というのは話すことがやり取りと発表の２つに分かれたものということ

で、４技能５領域を意識した統合的な活動が比較的ふんだんに設けられている

というふうなところがあります。取り上げられているテーマも高校生にとって

身近な話題を切り口にしておりますので、高校生たちが自分の言葉で表現をす

るときに表現しやすいであるとか、主体的に取り組みやすいというところから、

こちらの教科書のほうを採択候補といたしております。 

 最後に62番の論理・表現ⅡのＧｅｎｉｕｓについてなのですけれども、論理・

表現のほうはやり取り・発表・書くの３領域を主に扱う科目になるわけですが、

そちらの３領域を明確に意識した活動が比較的バランスよく配置をされている

と感じられます。それぞれの言語活動がいわゆる目的・場面・状況・活動の必然

性をもって取り組むことができるというところがクローズアップされているか

なと感じています。 

 プレゼンをする場面もあったりするのですが、自分の考えをきちっと構成で

きるような、最終的にはそれをエッセイにまとめていったりなどの取り組みも

見られており、そういったところを取り上げてこちらの教科書を採択候補とい

たしました。 

 よろしくお願いいたします。 

 

（新倉教育長） 

 ただいまの説明にありました外国語の教科用図書ですけれども、委員の皆様

で採択候補としてご推薦するものがございますでしょうか。 
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（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 ないようですので、外国語の教科用図書についてのこれら候補本に関して、ご

質問があればお願いをいたします。 

 

（外国語担当指導主事） 

 大変申し訳ありません。先ほど荒川委員からいただきました質問について、こ

こで答えたいと思っておりまして、すみません、失念しておりました。答えさせ

ていただきたいと思います。 

 荒川委員からいただきました、いわゆる地域に根づいた横須賀のよさを再認

識できる活動、そういったものがどんな形でこの教科で実現されるかというこ

とで、先ほど社会科のほうからもあったと思うのですが、実はこのあたりは英語、

外国語が非常に得意とするところでありまして、今お話しした論理・表現の科目

の中でも、町紹介であるとか観光案内などのテーマをした授業がございます。横

須賀のよさを外国の観光旅行者に紹介するなどの言語活動を通して、横須賀の

よさを再認識することにつなげていくことができます。 

 このあたりのテーマは小学校・中学校でも非常に外国語で取り上げていると

ころなのですが、どうしても小学校・中学校ですと、例えば猿島であったりとか、

そういう有名なところ、観音崎であったりとか、あとは自分の地域の周りのとこ

ろということになるのですが、今度高校になりますと、小・中での活動をベース

にしながら、そういった観光地だけでなく自分の生活の中から横須賀のよさを

見つけるような取り組みにもつなげていきますので、そのあたりは大きく取り

上げられるかなと考えております。 

 

（新倉教育長） 

 私から確認をさせてください。 

 58番の部分というのは、いわゆる３年生が使わなくてはいけない教科書で、こ

れまで使って選定をしてきました。それが来年度出版されないということが理

由だというふうに思うのですけれども、何というかな、少数の科目だったら分か

るのですけれども、英語のこのようなほとんどどこの学校でもやらなくてはい

けない、そこで採択されるような教科書が、これ３年生ということで多分３年前

ぐらいから採択されたものかと思うのだけれども、それが途中で出版されなく

なってしまうというのは、どういう理由だとかがあるのですか。 
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（外国語担当指導主事） 

 おそらく新しい学習指導要領に移行するにあたって、教科書の会社もそのあ

たりを捉えながら新しいものにしていくときに、これまでのものは再度発行せ

ずとなっていると推測されます。 

 

（新倉教育長） 

 ただ、それは逆に言うと、３年生で継続になっている英語教科書なりがあると

いうことは、それはしっかりしたものが選定できていて、逆にそういう毎年発行

されなくなるという教科書が選ばれたときのことをもう一回、反省と言っては

いけないのだけれども、検証しなくてはいけないのではないのかなと思ってい

るのです。つまり、大量に発行ができるものであれば、当然３年間は継続するだ

ろうけれども、採択が少ない教科書だったらば、せっかくいいものだと思って選

んだとしても、なくなってしまえば採択の意味がないことになってしまうので

はないですか。そこの部分というのをどこかでこれは判断しなくてはいけなく

なるかなと思っているので、そこを今回もなくなってしまったというのが４つ

あると言ったのかな。そういう部分が出てきているので、そこをお願いできれば。 

 

（伊藤教科用図書採択検討委員会高等学校専門部会長） 

 高等学校専門部会長です。 

 このコミュニケーション英語Ⅰというのは、旧の学習指導要領の科目でござ

います。したがいまして、３年次で利用するというのは、現２年次生、来年３年

次生になる生徒が本来であればこのコミュニケーション英語Ⅰというのは１年

次で履修をしているはずの科目でございますけれども、履修がかなわずに積み

残しといいますか、来年履修しなければいけない状況になる生徒が予測される

ので、ここで採択をしていただくという、そんな事情がございます。 

 ですので、全国的に見てもこのコミュニケーションⅠのもう需要がなくなっ

ていると、そういうことでございますので、恐らくこの出版社はもう出版しない

と踏み切ったのではないかなというふうに考えられます。 

 

（新倉教育長） 

 そうすると、その前にやりました芸術の書道とか、書道のⅠ、Ⅱとは違うのだ

ということなのですか。これらも同じことなのですか。３年次で新たに採択をし

なくてはいけなかったというのが幾つか出てきているのですが。ほかの教科も

そのように理解をしていいのですか。 
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（伊藤教科用図書採択検討委員会高等学校専門部会長） 

 ３年次で旧課程の科目を採択していただこうとしてここに提案が上がってい

るのは、全て本来であればもう既に履修済みである生徒が多い、しかしながら何

かの理由で今のところ履修ができていなくて、来年恐らく履修しなければいけ

ないことが予測されている生徒のための教科書ということで捉えていただけれ

ば結構だと思います。 

 

（新倉教育長） 

 他にご質問ないようですので、討論に入らせていただきますが、何かご意見等

ございますか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、外国語の教科用図書に関する審議は終了し、採択候

補を決定したいと思います。 

 外国語につきまして、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよろ

しいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定いたします。 

 次に、番号64から71の家庭の教科用図書について提案説明をお願いします。 

 

（家庭担当指導主事） 

 それでは、私から64番から71番までの説明をさせていただこうと思います。 

 まず64番は、昨年度新規で採択を行い、継続して選定しております。続く65番、

68番、70番、71番については、従前の学習指導要領による教育課程に基づき、継

続して採択候補とするものです。間抜けておりました66番、67番、69番について

は、新たな学習指導要領による教育課程に基づき、新規に採択候補とするもので

す。こちらの66番、67番、69番の新規に採択候補とするものについて、それぞれ

説明をさせていただきます。 

 まず、66番です。家庭の保育基礎については、実教出版の保育基礎を提案いた
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します。 

 本書を提案する主な理由としては、基礎的知識や技術の習得に加え、実際の保

育事例や社会的課題、アクティブラーニングに活用できる話題が掲載されてい

ること、将来保育を担う職業人として必要な基礎的な資質・能力を習得できる内

容になっていることが挙げられます。 

 続いて67番です。家庭のファッション造形基礎については、実教出版のファッ

ション造形基礎を提案いたします。 

 本書を提案する主な理由としては、基礎的な知識や技法を豊富な図やイラス

ト、鮮明な写真、分かりやすい説明を用いて丁寧に扱っており、基礎から発展的・

主体的に学習することで、洋服や和服製作の楽しさを知り、創造することへの意

欲が高められるように工夫されていることが挙げられます。 

 最後に69番です。家庭のフードデザインについては、実教出版のフードデザイ

ンを提案いたします。 

 本書を提案する主な理由としては、食品の実験や調理実習に係る記載が充実

しており、教科書からの情報や資料を活用して実験記録や実習記録をまとめる

ことができること、また高度な知識と技術を必要とする調理実習の記載がある

ことが挙げられます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

（新倉教育長） 

 ただいまの説明にありました家庭の教科用図書について、委員の皆様で採択

候補にご推薦されるものはございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 家庭の教科用図書について、ご質問がある方、どうぞ。 

 

（質問なし） 

 

（新倉教育長） 

 質問ないようですので、討論に入らせていただきます。 

 ご意見等ございますか。 

 

（意見なし） 
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（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、家庭の教科用図書に関する審議を終了し、採択候補

を決定したいと思います。 

 家庭につきまして、議案の一覧に記載されている教科用図書を採択候補とし

てよろしいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定いたします。 

 次に、番号72から77の情報の教科用図書について提案説明をお願いします。 

 

（情報担当指導主事） 

 それでは、情報の教科用図書について提案説明をさせていただきます。 

 72番については、昨年度新規で採択を行い、継続して採択候補とするものです。

また、73、75、77については従前の学習指導要領による教育課程に基づき、継続

して採択候補とするものです。74、76について、新たな学習指導要領による教育

課程に基づき、新規に採択候補とするものですのでご説明させていただきます。 

 74、情報の表現と管理については、実教出版の情報の表現と管理を提案いたし

ます。 

 本書を提案する主な理由は、本書が図や写真がバランスよく多数取り入れら

れ、理解度が上がるよう工夫し、解説していること、単元末に演習問題や章末問

題があり、おのおのの単元で学習内容を深められることなど、情報を表現するた

めに必要な知識と技能を段階的に分かりやすく記述していることなどです。 

 76番、ネットワークシステムについては、実教出版のネットワークシステムを

提案いたします。 

 本書は、見本本が発行されていないため、見本本による検討を行っておりませ

ん。教科書目録にある唯一の教科書であり、文部科学省著作教科書であるため選

定しております。 

 

（新倉教育長） 

 ただいまご説明いただきましたが、情報の教科用図書について、委員の皆様の

中から採択候補についてのご推薦がございますでしょうか。 
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（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 それでは、情報の教科用図書について、候補本に関しまして何かご質問があれ

ばお願いいたします。 

 

（元木委員） 

 番号76番、情報ネットワークシステムについてですが、見本本による検討を行

わず、教科書目録にある唯一の教科書であり、文部科学省著作教科書であること

を選定理由としておりますが、全日制のほかの採択候補につきましては高校の

スクール・ポリシー及び自学自習の精神の確立という高校の全日制の学習指導

の重点にふさわしいかどうかを選定の観点としております。 

 見本本がないからといって、この観点で評価しなくてもよいのでしょうか。横

須賀市総合高校の全日制の生徒に適しているというふうに判断した理由を教え

てください。 

 

（情報担当指導主事） 

 本来であれば、委員のおっしゃるとおり、横須賀総合高等学校のスクール・ポ

リシー及び全日制の学習指導の重点に照らして全日制の生徒に適したものであ

ることを判断したいところかと思っております。ただ、見本本による検討が行え

ない中なのですが、ほかに発行される予定の教科書がなく、本書を選定しなけれ

ば教科書を使用することができないために、本書を選定しております。 

 

（元木委員） 

 やはりここの点ですね、すごく気になっておりまして、実際見本本がないとい

うところではあるのですけれども、改めて見本本が見られるようになったりと

かというところで、その内容が適切かどうか、専門の方々で検討いただきたいと

思っておりますので、そういう形でのお答えをお願いできればと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

（新倉教育長） 

 ごめんなさい、１点だけやはり元木委員のご質問をどうクリアすればいいの

かなと思っているのは、見本本はないけれども原本はあるのですか。 
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（情報担当指導主事） 

 特に原本というものも含めて何もなく、もしかしたらこういった概要である

みたいなものが出るかもしれないとは言われたのですが、結局それも出ずとい

うことで、全く何もないような状態で候補本として挙げさせていただいており

ます。 

 

（新倉教育長） 

 何を疑問にしているかというと、普通でしたら、見本なりあって出版されるこ

とを前提に採択をさせてください、なかったとすれば、当然それは採択できなか

ったという結論なので、もう一回採択をし直すということになるのだろうと思

うのだけれども、見本も出版されることを誰が確約できるの。 

 

（情報担当指導主事） 

 見本が出版されるということを確約は、私たちにはできなくて、ここに書いて

ありますとおり、文部科学省が作成して発行するものでございますので、文部科

学省がいまだに見本本が出せるというような連絡をしてこない中では、今のと

ころ見本本について、いつ出るかといったことについてはお答えすることがで

きない状況です。 

 それで、この教科書ですが、実際には教科書検定には通っておりますので、そ

こではきちんと本があって、検定を通って、検定委員が承認をして上がってきて

いるという部分については事実として残っているはずです。ただ、そのものを見

られないような状況になっているということでございます。 

 ほかの発行者がまた作っていて、見本本等があれば、他の発行者のところに照

らして総合高校に合う教科書であればそれを採択することも可能だとは思うの

ですが、全く他の発行者、作っている発行者がないので、これ１種類だけなので、

これを採択しないと来年度この教科書を使って授業をやっていくことができな

いといったことになっているということです。 

 

（新倉教育長） 

 少し今のご説明、矛盾していてどうしていいか分からないのは、文部科学省の

検定を受けるときには、これは制度的によく分かっていませんが、こういう内容

の教科書にしますよという教科書の形になったものが一回提示されるのですよ

ね。だから文部科学省は採択しているのですよね。その写し自身をコピーするな

りというものが出てきていないのに、誰も見ていないものを市町村の教育委員

会で採択ができるのですかね。というのは、市町村に限らず、県の公立高校の採

択はどのようにやっているのですか。 
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（学校教育部長） 

 教育長がおっしゃる疑問は、本当にまさにそのとおりだと思います。物がない

中で選ぶということについて、とても違和感もありますし、ただ、私どもも、た

だ手をこまねいていたわけではなくて、神奈川県教育委員会を通じて文部科学

省にいつ発行されるのかとか、最初の返事は指導主事が申し上げましたように。 

 

（新倉教育長） 

 教育委員会という合議体のところに見本本がないものが出てきて、それを採

択することが制度上認められるかどうかの論議をしなくてはいけません。今手

に入らないという事実についてはもう十分理解をしている。なので、事務局で早

急に神奈川県教育委員会と政令市の教育委員会にその場合の採択がどうなって

いるのか確認してくれませんか。でないと、今日の採択の部分からこの１行につ

いては除外した形で採択せざるを得なくなると思っています。 

 

（学校教育部長） 

 その点につきましては、事前に神奈川県教育委員会に問合せをして、神奈川県

教育委員会も県立高校においてこのように採択をするということを確認しまし

たので、本市としてもそのようにしたいと。 

 

（新倉教育長） 

 議案としてそれが中に含めて、空白なのに議案として認めているかというこ

との論議なので。それで臨みますよとかということではなくて。白紙委任で何も

ないものなんだけれども名前だけ出して、それで採択の議決ができているのか、

停止条件がついているかという確認をしてほしいで。 

 

（学校教育部長） 

 今事務局に確認していただけますか。そうしましたら、これを保留にさせてい

ただいて。 

 

（新倉教育長） 

 なので、番号72番から77番の情報の部分については、申し訳ないけれども、少

しペンディングにさせていただきたいと思います。 

 高等学校全日制の工業の88番についても同じことになっていますので、情報

と工業の部分については、事務局の調査結果が分かり次第判断をさせていただ

きたいので、ここは飛ばさせていただきたいと思います。 

 番号92から101、商業の教科用図書についての提案説明をお願いします。 
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（商業担当指導主事） 

 それでは、商業の92番から101番までについて、提案説明をさせていただきま

す。 

 93、95、97、99、100、101については、従前の学習指導要領による教育課程に

基づき、継続して採択候補とするものです。92、94、96、98については、新たな

学習指導要領による教育課程に基づき、新規に採択候補とするものです。 

 順にお話しさせていただきます。 

 92、ビジネス基礎については、実教出版のビジネス基礎を提案いたします。 

 本書を提案する主な理由は、本書は事例が新しく、生徒が興味や関心を持って

主体的に学ぶ姿勢を育む内容となっていること、事例やコラムの内容を基に学

習を発展させて知識を広げたり、協働学習を通して思考を深めたりできるよう

に配慮されていることなどです。 

 94、マーケティングについては、実教出版のマーケティングを提案いたします。 

 本書を提案する主な理由は、本書が専門性の高い内容を平易な表現を用いて

記載されていること、事例やコラムの内容を活用してマーケティングやビジネ

スへの関心をさらに深めることができるように工夫されていることなどです。 

 96、簿記については、実教出版の新簿記を提案いたします。 

 本書を提案する主な理由は、本書が基礎的なものから発展的なものへ段階を

追って学習できるように配慮されていること、図解や資料が充実し、多色刷りで

重要な部分が色分けされていること、複数の処理方法について比較する学習を

通して、簿記会計に対する思考を深められるように工夫されていることなどで

す。 

 98、情報処理については、実教出版の最新情報処理Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｃｏｍ

ｐｕｔｉｎｇを提案いたします。 

 本書を提案する主な理由は、本書には各アプリケーションソフトウェアの操

作画面のイラストが多くあること、写真や図が充実していて、重要な部分が色分

けされていること、練習問題の量が適切で発展的な内容も掲載されていること

などです。 

 

（新倉教育長） 

 ただいまの説明について、商業の教科用図書についてですけれども、他に採択

候補を挙げる方いらっしゃいますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 
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（新倉教育長） 

 それでは、商業の教科用図書についてご質問があればお願いいたします。 

 

（元木委員） 

 番号98、商業情報処理を新規で採択しようとしておりますが、番号72、情報Ⅰ

の教科書と内容が類似しています。１年次で番号72の情報Ⅰを学んだ後に、２年

次で商業情報処理を学ぶ場合、それぞれの教科書の難易度が逆転していたり、内

容が重複し、そこで差別化できていないといったことはないでしょうか。この最

新情報処理Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇが情報Ⅰを学んだ上で商業

の専門性を深めることができるような内容になっているかどうかです。ご説明

いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 

（商業担当指導主事） 

 共通必履修科目である情報Ⅰの教科書、内容が充実しておりますので、商業科

の科目である情報処理の教科書の内容と重複している部分もあります。しかし

ながら、商業科の情報処理は、情報Ⅰの学習を踏まえて企業における情報の適切

な扱いについて生徒が主体的に課題を見いだし解決していく科目となっていま

す。 

 学習内容には重複する部分があるのですが、それを学習するねらい、目標は大

きく異なるため、候補とした最新情報処理Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｃｏｍｐｕｔｉ

ｎｇを用いることで、商業の専門性を深める指導ができるものと判断しており

ます。 

 

（新倉教育長） 

 他に質問ないようですので、討論に入らせていただきます。 

 ご意見等ございますか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、商業の教科用図書に関する審議は終了し、採択候補

を決定したいと思います。 

 商業につきましては、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよろ

しいでしょうか。 
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（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ありませんので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として決

定をいたします。 

 次に、全日制の最後になるかと思いますが、福祉関係、番号102から108の教科

用図書についての提案説明をお願いします。 

 

（福祉担当指導主事） 

 それでは、福祉の教科用図書について提案説明をさせていただきます。 

 103、105、107、108については、従前の学習指導要領による教育課程に基づき、

継続して採択候補とするものです。102、104、106については、新たな学習指導

要領による教育課程に基づき、新規に採択候補とするものです。 

 なお、108、コミュニケーション技術については、新たな学習指導要領による

教育課程に基づく教科書が発行される予定がないことから、２年生についても

従前の教科書を採択候補といたします。 

 102、社会福祉基礎については、実教出版の社会福祉基礎を提案いたします。 

 本書を提案する主な理由は、本書が学習内容に偏りなく、バランスよく構成さ

れていること、生徒が職業意識を高め、課題意識を持って主体的に学習に取り組

むよう促し、自主的に学習できる工夫がなされていること、福祉的思考を深める

ために、効果的な資料が取り上げられていることなどです。 

 104、生活支援技術については、実教出版の生活支援技術を提案いたします。 

 本書を提案する主な理由は、本書が分かりやすい説明とイラストにより、生活

支援の理解はもちろん、科学的根拠に基づいた支援技術が習得でき、豊富な事例

により職業人としての資質を身につけられるように工夫されていることなどで

す。 

 106、こころとからだの理解については、実教出版のこころとからだの理解を

提案いたします。 

 本書を提案する主な理由は、本書が豊富で分かりやすい図やイラストを使い、

生活支援を行うための根拠となる心や体の仕組みについて理解しやすいように

工夫されていること、側注部にある豆知識等を活用することで、本文をより深く

理解できるように配慮されていることなどです。 

 

（新倉教育長） 

 ただいまの説明にありました福祉の教科用図書ですけれども、委員の皆様で
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採択候補に推薦するようなものございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 それでは、教科用図書について、ご質問があればお願いをいたします。 

 私から１点だけ、その最後のご説明にあったコミュニケーション技術、108な

のですけれども、今回の教科書用の採択でいけば、新たな指導要領がつくられて

いるから必ずそれに伴うものは検定本が出てくるのだという前提で思っている

のですが、これは指導要領が改正されていないのですか。 

 

（福祉担当指導主事） 

 目標も含めて指導要領は改訂されております。 

 

（新倉教育長） 

 検定本の発行がなかったということなのですか。 

 

（福祉担当指導主事） 

 はい。こちらについても県のほうには確認をさせていただきまして、方法とし

ては、ほかの科目の教科書を採用するか、従前のものを採用するかというどちら

かということで判断をいただきましたので、こういった形で提案をさせていた

だいています。 

 

（新倉教育長） 

 実体論の話ではない。検定本の考え方なのですけれども、国が指導要領等を改

正したけれども、検定を受けた教科書が出てこないということはあり得るので

すか。 

 何かというのは、先ほどお話あったような中では、３年次の場合にはもう来年

で終わってしまうわけだから、だからその教科書だとかは作らないとやめてし

まうものが沢山あるんですよと、片方でずっと言われてきたから、だから新たな

採択をしなくてはいけないというずっと前提でいたのですが。 

 逆に言うと、コミュニケーション技術については、国が新しい指導要領を出し

たけれども、検定を受けた本が一冊も存在していないのですということなんで

すよね。 
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（福祉担当指導主事） 

 はい、そういうことです。 

 

（新倉教育長） 

 検定を受けていない教科書で授業をやって、それは単位になるの。履修が認め

られるのですか。 

 

（学校教育部長） 

 すみません、少し確認をさせていただきたいのですね。こういうふうに福祉の

中で生活支援とかこころとからだとかコミュニケーション技術というふうに細

分化されている場合は、もしかすると学習指導要領は変更、新しいものになって

いますが、旧学習指導要領と新学習指導要領の中で、このコミュニケーション技

術の部分はその内容自体にあまり変更がなかったというようなことから、新し

い教科書を作る必要がなかったかもしれないということも少し考えられるので、

確認をさせていただきたいと思います。 

 

（新倉教育長） 

 その部分も含めて、では申し訳ないですけれども、３点、至急調査に入ってい

ただきたいと思います。既に会議時間も２時間を超えていますので、ここで少し

休憩を取らせていただきたいと思います。 

 再開は16時30分でお願いをできればと思います。 

 休憩に入ります。 

 

午後４時17分休憩 

午後４時30分再開 

 

（新倉教育長） 

会議を再開しますが、準備はよろしいでしょうか。 

会議を再開します。 

 続きまして、定時制の採択候補の決定を行います。番号１から６の国語の教科

用図書についての提案説明をお願いします。 

 

（国語科担当指導主事） 

 国語科について説明いたします。 

採択候補一覧の１番の教科書については、昨年度新規で採択を行い、継続して選

定しております。 
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２番の「言語文化」の教科書については、新たな学習指導要領による教育課程

に基づき、新規に採択候補とするものです。 

基礎から発展まで様々な生徒の学習に対応できる内容であること、充実した対

話的な学習活動が行えることから、第一学習社の「高等学校 新編言語文化」を

提案します。 

なお、３番から６番の教科書につきましては、従前の学習指導要領による教育

課程に基づき、継続して採択候補とするものです。 

国語科は以上です。 

 

（新倉教育長） 

 国語の教科用図書について、委員の皆さんで採択候補に推薦するようなもの

ございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 それでは、国語の教科用図書について、候補本に関してご質問があればお聞か

せください。 

それでは私から、全日制では「言語文化」は１年次なのに、定時制は２年次と

なっているのはなぜですか。 

 

（国語科担当指導主事） 

国語の共通必履修科目は「現代の国語」（２単位）と「言語文化」（２単位）

となっています。 

総合高校全日制では、１年次に２科目合計４単位を履修するが、定時制は授業

時間も少ないので、1年次に「現代の国語」（２単位）、２年次に「言語文化」

（２単位）としています。 

 

（教育長） 

では、全日制で２年次に履修する予定の「論理国語」といったような科目は、

定時制では３年次以降の履修となるということですか。 

 

（国語科担当指導主事） 

そのとおりです。 
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（新倉教育長） 

 他に質問がないようですので、討論に入らせていただきます。 

 何かご意見等ございますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、国語の教科用図書に関する審議を終了し、採択候補

を決定したいと思います。 

 国語について、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよろしいで

しょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定いたします。 

 次に、番号７から13の地理歴史の教科用図書についての提案説明をお願いし

ます。 

 

（地理歴史科担当指導主事） 

９、10、11、13番は従前の学習指導要領による教育課程に基づき、継続して採

択候補とするものです。 

７、８、12番については、新たな学習指導要領による教育課程に基づき、新規

に採択するものです。 

7番、地理総合については、東京書籍「地理総合」を提案いたします。この本

を提案する主な理由としては、各コマの学習が見開き 1ページ完結するように

構成されており、図版や資料、グラフなどが大きく掲載されているため視覚的

に学んでいくことができること、また、教科書を使用して調べ学習ができるよ

うに資料や問いが工夫されていること、などです。 

8番、歴史総合については、帝国書院「明解 歴史総合」を提案いたします。

この本を提案する主な理由としては、各部の序章に問いが設定されており生徒

が課題意識をもって考察することができるため歴史学習の導入として適切であ

ること、各ページに資料やコラムが豊富に掲載されており生徒が興味・関心を

抱くように工夫されていること、などです。 
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12番、地図については、帝国書院「新詳高等地図」を提案いたします。この本

を提案する主な理由としては、地図については、一般図と資料図が充実してい

ること、「読図」コーナーが各所に設けられており発展的な学習に活用できる

こと、などです。 

 

（新倉教育長） 

 地理歴史の教科用図書について、委員の皆さんで採択候補に推薦するような

ものがございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 それでは、地理歴史の教科用図書について、候補本に関してご質問があればお

きかせください。 

 

（質問なし） 

 

（新倉教育長） 

 質問がないようですので、討論に入らせていただきます。 

 何かご意見等ございますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、地理歴史の教科用図書に関する審議を終了し、採択

候補を決定したいと思います。 

 地理歴史について、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよろし

いでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定いたします。 
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 次に、番号14から18の公民の教科用図書についての提案説明をお願いします。 

 

（公民科担当指導主事） 

 それでは、公民について説明させていただきます。 

 14番につきましては、昨年度新規で採択を行い、継続して選定しております。

15番、16番、18番につきましては、従前の学習指導要領による教育課程に基づき、

継続して採択候補とするものです。17番については、新たな学習指導要領による

教育課程に基づき、新規に採択するものです。 

 その17番、政治・経済につきましては、実教出版、最新政治・経済を提案いた

します。 

 この本を提案する主な理由としては、写真、地図、グラフ等の資料が本文と適

切に関連していること、学習を理解するための工夫や学びを深めるための工夫

がされていることなどです。 

 

（新倉教育長） 

 公民の教科用図書について、委員の皆さんで採択候補に推薦するようなもの

ございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 それでは、公民の教科用図書について、候補本に関してご質問があればお聞か

せください。 

 

（質問なし） 

 

（新倉教育長） 

 質問がないようですので、討論に入らせていただきます。 

 何かご意見等ございますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、公民の教科用図書に関する審議を終了し、採択候補

を決定したいと思います。 
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 公民について、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよろしいで

しょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定いたします。 

 次に、番号19から26の数学用の教科用図書について提案説明をお願いします。 

 

（数学担当指導主事） 

 19、23については、昨年度新規で採択を行い、継続して採択候補とするもので

す。また20、22、24、26については、従前の学習指導要領による教育課程に基づ

き、継続して採択候補とするものです。21、25については、新たな学習指導要領

による教育課程に基づき、新規に採択候補とするものです。 

 24、数学Ⅱは、数研出版の最新数学Ⅱを提案いたします。 

 本書を提案する主な理由は、本書が重要な定理・法則を活用して解く例、例題

を適切に置き、その後の練習問題につなげられていること、定理・法則の囲み、

例題、練習などの表記の色分けが明確で、系統的に学習内容が配置されているこ

と、基礎的な学習を踏まえて発展的な内容の定着が図れることなどです。 

 29、数学Ｂは、実教出版の高校数学Ｂを提案いたします。 

 本書を提案する主な理由は、本書が例や例題、その後に続く問題が適切に配置

され、生徒の自学自習にも役立つこと、１ページの字の大きさや行間が見やすく、

具体的な図や写真が多く紹介されていること、身近な話題を用いて生徒の興味

関心を引き出す導入や数学的に考える内容が取り上げられていることなどです。 

 

（新倉教育長） 

 ただいま説明のありました数学の教科用図書について、委員の皆さんから採

択候補で推薦されるようなものはございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 ないようですので、数学の教科用図書につきましては、候補本についてご質問
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に入らせていただきたいと思いますが。 

 私から１点だけ。全日制のほうですと、同じような数研出版で新編数学Ⅱで、

定時制だと最新数学Ⅱとあるのですが、これは数研出版さんの中でどう違うの

ですか、最新と新編と。 

 

（数学担当指導主事） 

 編集趣意書を確認しているわけではないのですが、新編に比して、こちらにつ

いては比較的定着のしやすいような内容になっているかという印象を受けてお

ります。恐らくそういった形で少し色分けをしながら、数研出版さんのほうでも

区別をして発行されているものかなというふうに判断しております。内容が理

解しやすく定着がしやすいような形で編集されているものかと思っております。 

 

（新倉教育長） 

 いわゆる選考される委員会の中では、全日制と定時制で同じような教科、先生

は違うかもしれないけれども、採択するときにそこの意見交換というのはされ

ていると理解していいのですよね。 

 

（数学担当指導主事） 

 はい、よろしいかと思います。 

 

（新倉教育長） 

 他に質問ないようですので、討論に入らせていただきます。 

 ご意見等ございますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、数学の教科用図書に関する審議は終了し、採択候補

を決定したいと思います。 

 数学につきまして、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよろし

いでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 
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（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定いたします。 

 次に、番号27から34の理科の教科用図書について提案説明をお願いいたしま

す。 

 

（理科担当指導主事） 

 理科について説明させていただきます。 

 採択候補一覧、27、33につきましては、昨年度新規で採択を行い、継続して選

定しております。28から30、32、34につきましては、従前の学習指導要領による

教育課程に基づき、継続して採択候補とするものです。31につきましては、新た

な学習指導要領による教育課程に基づき、新規に採択候補とするものです。 

 31につきましては、生物基礎としまして、東京書籍の新編生物基礎を提案いた

します。 

 本書の特徴といたしましては、実験・実習の写真、模式図、図解等の資料が本

文と関連しているとともに、大きく見やすいこと、資料を活用しながら学習する

ことが工夫されていること、簡潔な説明で授業時間を配慮した分量になってい

ること、基礎から発展まで様々な生徒の学習に対応できる内容になっているこ

とが挙げられております。 

（新倉教育長） 

 ただいまの理科の教科用図書についてですが、委員の皆さんで採択候補とし

てご推薦されるようなものはございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 ないようですので、理科の教科用図書については、これら候補本に関して質問

に入らせていただきます。 

 ご質問がある方はどうぞお願いいたします。 

 

（質問なし） 

 

（新倉教育長） 

 質問がないようですので、討論に入らせていただきます。 

 何かご意見ございますか。 
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（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、理科の教科用図書に関する審議は終了し、採択候補

を決定したいと思います。 

 理科につきまして、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよろし

いでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定をいたします。 

 次に、議案番号35、36、保健体育の教科用図書について提案説明をお願いしま

す。 

 

（保健体育課長） 

 保健体育に関しては、定時制においても３年間または４年間１冊の教科書で

学習します。採択候補一覧の35番については、昨年度新規で採択を行い、継続し

て選定しております。 

 36番については、これまで使用していた教科書が発行されないことから、新規

に採択候補とするものです。ここでは大修館の現代高等保健体育改訂版を提案

いたします。 

 この教科書を提案する主な理由は、次の２点です。１点目は、１授業時間当た

りの内容が見開きで完結しているため、学習範囲を明確に把握でき、理解しやす

いように工夫されていること、さらに分量や重要語句の数なども適切であり、重

点事項が把握しやすくなっているという点です。２点目は、各教材の最後に課題

が用意され、内容や構成の理解を深める配置になっていることです。学習してい

る単元について習得した知識を活用し、実生活に結びつけて思考できる構成に

なっていると考えます。 

 このような特徴とともに、全体を通してデザインやレイアウトも工夫され、新

しい情報として受け入れやすくなっていること、専門知識が分かりやすく解説

されていることなども踏まえ、本書を提案いたします。 
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（新倉教育長） 

 ありがとうございます。 

 ただいま説明ありました保健体育の教科用図書ですけれども、委員の皆様で

採択候補として推薦したい教科書等ございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 新たな推薦がないようですので、教科用図書については、現在の候補本に関し

ましてご質問があればお願いをいたしますが。 

 

（質問なし） 

 

（新倉教育長） 

 質問ないようですので、討論に入らせていただきます。 

 何かご意見等ございますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、保健体育の教科用図書に関する審議を終了し、採択

候補を決定したいと思います。 

 保健体育につきましては、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

よろしいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ありがとうございます。 

 異議ありませんので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として決定

をいたします。 

 次に、番号37から39の芸術の教科用図書について提案説明をお願いいたしま

す。 
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（芸術担当指導主事） 

 音楽について説明します。 

 37番の音楽Ⅰについては、これまで使用していた教科書が発行されないこと

から、新規に採択候補とするものです。そのため、目録にある教育芸術社の高校

生の音楽１とＭＯＵＳＡ１の２点の検討を行いました。中でも、ＭＯＵＳＡ１は

歌唱、器楽の教材が様々な時代や地域、多様なジャンルより選定されており、生

徒の興味関心を引き出し、自ら学び理解を深める工夫がなされていることから、

生徒に最も適していると判断しました。 

 美術と書道については、別の担当から説明します。 

 

（芸術担当指導主事） 

 全日制と同様に、美術、書道については私から説明をいたします。 

 38番の美術Ⅰにつきましては、従前の学習指導要領による教育課程に基づき、

継続して採択候補とするものです。 

 また、書道について、39番、書道Ⅰについても、従前の学習指導要領による教

育課程に基づき、継続して採択候補とするものです。 

 

（新倉教育長） 

 ただいまの説明にありました芸術の教科用図書について、委員の皆さんから

推薦審議するべき教科書がありましたらお願いをいたしますが、ございません

か。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 それでは、芸術の教科用図書について、これら候補本に関してのご質問を受け

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

 私から１点確認させてください。議案書の４ページ全日制のほうで、このＭＯ

ＵＳＡ１というのは音楽Ⅰという扱いで１年生の検定を受けた形で継続をして

います。つまり、去年検定を受けている１年生用の教科書なのかと思いました。

それで、今回はその音楽の教科書を３年生が使うものに１年生、つまり３年生の

教科だと３年前なりに受けた検定の中に入っている教科書でなくてはいけない

のではないかと思ったのですが、それは構わないものなのですか。 
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（高等学校担当指導主事） 

 総合高校全日制においては、芸術を１年次に置いているのですが、定時制につ

いては３年次に音楽、美術、書道のそれぞれのⅠの中から１科目選択ということ

で履修をさせています。３年次に在籍する生徒は旧課程による生徒になります

ので、旧課程による教科書を採択する形となります。 

 

（新倉教育長） 

 ３年生が旧課程でやるということは、３年前に検定を受けている教科書が対

象ですよね。でも、その後でここの全日制のほうの１というのは、去年新課程で

受けた教科書になるのではないのということではないですか。 

 

（高等学校担当指導主事） 

 名称は同じなのですが、音楽Ⅰ、今お話しになっている定時制のものは310番、

従前の教育課程によるもので、全日のほうで採択候補としたものについては703

番というもので、こちらは新課程によるもので、名称は同じですが違う教科書に

なっております。 

 

（新倉教育長） 

 いつの検定を受けたというのは、発行番号等で分かるのですか。 

 

（高等学校担当指導主事） 

 目録には第１部、第２部ということで区別をしているのですが、こちらでいい

ますと教科書の記号、番号の番号のところが第１部のものは７で始まる700番台、

こちらは新しい教育課程のもので、３で始まる300番台のものは第２部に、従前

の教育課程によるものという区別がついております。 

 

（新倉教育長） 

 今後それはどこかに表記してください。 

 

（高等学校担当指導主事） 

 失礼いたしました。 

 

（新倉教育長） 

 他に質問ないようですので、討論に入らせていただきます。 

 ご意見等ございますでしょうか。 
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（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、芸術の教科用図書に関する審議を終了し、採択候補

を決定したいと思います。 

 芸術について議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよろしいでし

ょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定いたします。 

 次に、番号40から45の外国語の教科用図書についての提案説明をお願いしま

す。 

 

（外国語担当指導主事） 

 よろしくお願いいたします。 

 外国語のほうですが、まず40番の教科書ですが、これは新しい学習指導要領に

基づいて選定していただいたものを引き続き継続してご提案しているものにな

ります。続きまして、41番、42番、それから44番、45番ですが、これは従前の学

習指導要領による教育課程に基づいて選定していただいたものを継続して使用

したいと考えているものです。43番、論理・表現ⅠのＭＹ ＷＡＹですが、これ

は新たな学習指導要領に基く教育課程に基づいて、新規に採択候補としている

ものです。 

 43番のＭＹ ＷＡＹについてご説明させていただきます。 

 こちらのほうを選定した理由としましては、中学校での学習事項を十分練習、

繰り返してこう練習できるようなデザインに比較的なっています。それから、段

階的に自分の表現をさせていくような構成が見られたり、基礎から発展まで学

習の対応ができるように比較的なっているところを捉えております。 

 例えば、幾つかの単元をまとめて、いわゆるスペシャルアクティビティーとい

うような形でまとまった言語活動などというところもデザインされており、そ

のあたりのテーマも比較的高校生たちが話してみたい内容になっているかと思

いますので、こちらを選定いたしました。 

 よろしくお願いいたします。 
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（新倉教育長） 

 ただいま説明のありました外国語の教科用図書ですけれども、委員の皆様か

ら新たな採択希望図書がありましたら、お願いします。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 それでは、教科用図書につきましては、候補本の中からに関してご質問があれ

ばお願いをいたします。 

 私から１点いいですか。これはカリキュラムの話なのか分からないのですけ

れども、英語の場合にコミュニケーションの英語Ⅰ、Ⅱというのは両方取らなく

てはいけないのですか。それともどちらか、Ⅰは取るけれどもⅡは取らなくてい

いという必修なのですか。 

 

（外国語担当指導主事） 

 コミュニケーション英語のⅠが必履修になっています。Ⅱは選択になってい

ます。 

 

（新倉教育長） 

 そうすると、継続の部分でやっている３・４年次で使っているコミュニケーシ

ョン英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱという41、42番、これはこれまでに履修

漏れがあった場合のために教科書が残っているということでよろしいのですよ

ね。 

 

（外国語担当指導主事） 

 はい。 

 

（新倉教育長） 

 そうだとすると、去年Ⅰができた40番のほうの英語コミュニケーションⅠの

後に続くコミュニケーションⅡというのが、今年度なりに新たな採択がされて

いなくて大丈夫なのでしょうか。つまり、２年生ではコミュニケーションⅡを取

る部分がないのですけれども。 

 

（伊藤教科用図書採択検討委員会高等学校専門部会長） 

 本校定時制の横須賀総合高等学校定時制の新しい時間、新しい教育課程に基
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づく時間割では、英語コミュニケーションⅠを３単位１年次で必履修にしてあ

ります。３単位が必履修の指定になっていますから、そのとおりの３単位になっ

ています。 

 英語コミュニケーションⅡは必履修科目ではございませんので、新しい教育

課程の中では本校定時制ではこれを設置せず、論理・表現Ⅰという課目を新たに

設置をするということでございます。 

 

（新倉教育長） 

 他に質問ないようですので、討論に入らせていただきます。 

 何がご意見等ございますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、外国語教科用図書に関する審議を終了して、採択候

補を決定したいと思います。 

 外国語につきましては、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよ

ろしいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定をいたします。 

 次に、番号46から48の家庭の教科用図書について提案説明をお願いします。 

 

（家庭担当指導主事） 

 では、私から46から48番の家庭の教科書についてご説明いたします。 

 まず46番は、昨年度新規で採択を行い、継続して選定しております。47、48番

については、従前の学習指導要領による教育課程に基づき、継続して採択候補と

するものです。新規の採択候補はございません。 

 

（新倉教育長） 

 ただいま説明にありました家庭の教科用図書について、委員の皆様から採択

候補としてご推薦するものはありませんか。 
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（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 ないようですので、家庭の教科用図書について、これらの候補本に関してご質

問を受けたいと思います。 

 ご質問等ございますでしょうか。 

 

（元木委員） 

 確認ですが、46番については、これ使用年次が２年次になっているというとこ

ろで、これは１年生と２年生両方で使うというようなイメージでしょうか。 

 

（家庭担当指導主事） 

 ご質問ありがとうございます。 

 46番の２年次での使用というのは、令和５年度から教育課程の編成として家

庭基礎という課目を２年次で履修するように変更することによって、２年次で

の使用という形にさせていただきます。 

 

（新倉教育長） 

 少し確認をさせていただきますと、今年は１年生がやっているということで

すか。 

 

（家庭担当指導主事） 

 はい。本年度は１年次での履修という設定になっております。 

 

（伊藤教科用図書採択検討委員会高等学校専門部会長） 

 令和４年度から新しい時間割で教育課程を進めています、本年度の入学生か

ら。本年度の入学生は、１年次では家庭基礎を履修しておりません。しかしなが

ら、昨年度のこの教科書採択の教育委員会のこの時期には、もしかすると１年次

で家庭基礎を履修させる時間割にするかもしれないという可能性があったので、

その可能性のために家庭基礎のこの教科書を一応採択をしておいていただきま

した。ですけれども、結果的に本年度の新入生、１年次生では、家庭基礎を履修

せず、２年次生で家庭基礎を履修するという形になりましたので、このような形

で継続という形の表記になっているということでございます。 
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（新倉教育長） 

 その意味で、来年度の２年生から始めるわけではないので、継続という表現に

しているということでいいのですね。 

 

（伊藤教科用図書採択検討委員会高等学校専門部会長） 

 来年度の２年生から新しく履修をするのです。ですけれども、採択はもう既に

していただいていたということです。 

 

（新倉教育長） 

 他にご質問ないようですので、討論に入らせていただきます。 

 ご意見等ございますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、家庭の教科用図書に関する審議を終了して、採択候

補を決定したいと思います。 

 家庭につきまして、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよろし

いでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定をいたします。 

 次に、番号49から52の情報の教科用図書についての提案説明をお願いします。 

 

（情報担当指導主事） 

 49については、昨年度新規で採択を行い、継続して採択候補とするものです。

また、51、52については、従前の学習指導要領による教育課程に基づき、継続し

て採択候補とするものです。新たな学習指導要領による教育課程に基づき、新規

に採択候補とするものは50番です。 

 50番、情報Ⅱについては、日本文教出版の情報Ⅱを提案いたします。 

 主な理由としては、本書は多岐にわたるプログラム言語を取り扱うとともに、

興味関心を喚起する工夫がされていることや、基礎的な内容を踏まえ、実践的な
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事例を展開しながら学習できるようになっていること、基礎から発展まで様々

な生徒の学習に対応できる内容であることなどです。 

 

（新倉教育長） 

 ただいま説明にありました情報の教科用図書について、委員の皆様で採択候

補としてご推薦するものがありますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 ないようですので、情報の教科用図書につきましては、候補本についての質問

に入らせていただきます。 

 ご質問ある方はお願いをいたします。 

 

（質問なし） 

 

（新倉教育長） 

 質問ないようですので、討論に入らせていただきます。 

 何かご意見等ございますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、情報の教科用図書に関する審議を終了し、採択候補

を決定したいと思います。 

 情報につきましては、議案に掲載されている教科用図書を採択候補としてよ

ろしいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定をいたします。 

 次に、番号53から60の工業の教科用図書について提案説明をお願いをいたし
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ます。 

 

（工業担当指導主事） 

 54から60については、従前の学習指導要領による教育課程に基づき、継続して

採択候補とするものです。新たな学習指導要領による教育課程に基づいて、新規

に採択候補とするものは53番になります。 

 53、工業技術基礎については、実教出版の工業技術基礎を提案いたします。 

 主な理由は、本書が視覚的な工夫が施されており、生徒が取り組みやすいよう

に配慮が見られ、様々な生徒の学習に対応できる内容であることなどです。 

 

（新倉教育長） 

 ただいま説明にありました工業の教科用図書について、委員の皆様の中で採

択候補として推薦されるものはございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 推薦ないようですので、工業の教科用図書について、記載されている候補本に

関して質問に入らせていただきます。 

 私から１点だけ確認させてください。今まで工業技術基礎というのは２年の

ところからあったのですか。その教科書がなくなって新たなものが新規で出て

きたのでしょうか。新規採択で来たのでしょうか。 

 

（工業担当指導主事） 

 今まで２年次にも置かれておりましたが、その下、54番の旧課程による工業技

術基礎を採択しておりましたので、現在の２年生についてはこちらを使用して

いるということになっております。 

 

（新倉教育長） 

 来年の２年生ですよね。現在はその上の54のほうを使っているということで

すよね。 

 

（工業担当指導主事） 

 失礼いたしました。そうです、現在は54を使用しています。失礼いたしました。 
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（新倉教育長） 

 他に質問ないようですので、討論に入らせていただきます。 

 ご意見等ございますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、工業の教科用図書に関する審議を終了し、採択候補

を決定したいと思います。 

 工業につきましては、議案の一覧に記載されている教科用図書を採択候補と

してよろしいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定をいたします。 

 次に、番号61から66の商業の教科用図書について、提案説明をお願いします。 

 

（商業担当指導主事） 

 62、64、65、66については、従前の学習指導要領による教育課程に基づいて継

続して採択候補とするものです。新たな学習指導要領による教育課程に基づい

て新規に採択候補とするものは61、63になります。 

 61番、ビジネス基礎については、実教出版のビジネス基礎を提案いたします。 

 主な理由は、本書が新しい商品等の情報や写真が多く、図、イラストなどもよ

り見やすく、自ら興味関心を持って学習を進めやすいことなどです。 

 63、マーケティングについては、実教出版のマーケティングを提案いたします。 

 本書を提案する主な理由は、本書が理論から実務まで幅広く対応しており、具

体的な例を示し、生徒自身が興味関心を持って学習し、理解できるよう工夫され

ていることなどです。 

 

（新倉教育長） 

 ただいま説明ありました商業の教科用図書について、委員の皆さんで採択候

補として推薦されるものはございますでしょうか。 
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（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 ないようですので、商業の教科用図書については、記載の候補本に関して質問

に入らせていただきます。 

 確認ですけれども、今回の61、63というのは、来年度の２年生から受けますよ、

62番、64番と言っているのは、現在の２年生がやっている旧課程の教科書だとい

うことでよろしいですか。 

 

（商業担当指導主事） 

 はい、おっしゃるとおりでございます。 

 

（新倉教育長） 

 そうすると、次の段階なのですけれども、例えば商業の簿記ですとか福祉に関

するものというのは、来年度以降、何らかの教育課程が変わって新しい教科書が

作られてくると考えていいのですか。 

 

（商業担当指導主事） 

 はい、おっしゃるとおりです。 

 

（新倉教育長） 

 それは３年生用という話になるのですか。 

 

（商業担当指導主事） 

 ３年次、４年次で選択ができるものになります。 

 

（新倉教育長） 

 それでは、他に質問ないようですので、討論に入らせていただきます。 

 ご意見ございますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、商業の教科用図書に関する審議を終了して、採択候

補を決定したいと思います。 
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 商業につきましては、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよろ

しいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定をさせていただきます。 

 次に、番号67、68の福祉の教科用図書について提案説明をお願いします。 

 

（福祉担当指導主事） 

 67、68、いずれも従前の学習指導要領による教育課程に基づいて継続して採択

候補とするものです。新規に採択候補とするものはございません。 

 

（新倉教育長） 

 福祉の教科用図書について、委員の皆様で採択候補に推薦されるものがあれ

ばお願いいたします。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 ないようですので、福祉の教科用図書について、記載されている候補本に関し

てのご質問を承りたいと思います。 

 私から確認ですが、この福祉の関係というのは、定時制においては３年生での

必修か選択科目になっているので、今回２年生の部分の指導要領が変わったと

しても、何ら教科書の検定、改訂はないということでいいですか。 

 

（福祉担当指導主事） 

 はい、さようでございます。 

 

（新倉教育長） 

 先ほどのお話にありましたように、来年度、３年生に対しての改訂が行われた

ときに、新しい教科書になる可能性があるということですね。 
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（福祉担当指導主事） 

 はい、おっしゃるとおりです。 

 

（新倉教育長） 

 それでは、他に質問もございませんので、打ち切らせていただき、討論に入ら

せていただきます。 

 ご意見等ございますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 福祉の教科用図書に関する審議を終了しまして、採択候補を決定したいと思

います。 

 福祉につきまして、議案の一覧に記載されている教科用図書を採択候補とし

てよろしいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定をいたします。 

 大変申し訳ありません。今、この段階の中で３か所ほどまだ議案第39号につい

ての確認が取れておりませんので、一旦議案第39号につきましてはここで締め

させていただいて、次に議案第40号のほうの説明に入らせていただきたいと思

います。 

 

 

 日程第４ 議案第40号『令和５年度使用特別支援学校及び特別支援学級教科 

           用図書の採択について』 

 

 教育長 議題とすることを宣言 

 

（新倉教育長） 

 審議に入る前に、教科用図書採択検討委員会委員長兼部会長より検討の経過

及び答申内容の説明を求めたいと思います。 
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（村野教科用図書採択検討委員会委員長兼特別支援教育専門部会長） 

 特別支援学校及び特別支援学級の教科用図書採択につきまして、これまでの

経過をご説明いたします。 

 本日に至るまでに採択検討委員会を２回実施いたしました。第１回は５月20

日に開催し、基本方針、調査方法の確認を行いました。そして、調査部会による

十分な調査により作成された調査評価表に基づき採択検討委員会専門部会を７

月13日に実施し、検討を行いました。 

 特別支援教育については、児童生徒の実態に応じて教科用図書を選んでいく

ため、大変多い冊数ではありますが、その教科も誠実に評価されておりました。 

 委員会は、学識経験者、保護者代表、教育関係者を含め構成され、調査部会に

よる調査結果を慎重に審議し、７月13日の採択検討委員会で答申内容を決定し、

本日に至っております。 

 続きまして、答申内容について私からご報告いたします。 

 特別支援教育におきましては、特別支援学校のろう学校と養護学校、小学校・

中学校の特別支援学級があります。これらにつきましては、児童生徒の実態に応

じて教科用図書を選んでいます。対象となる本は検定本、文部科学省で定めてお

ります著作本、学校教育法附則第９条で規定されている一般図書の中から採択

することができます。したがって、対象となる本が大変多いことになります。 

 調査作業についてですが、養護学校、ろう学校、小学校・中学校における特別

支援学級では、それぞれの調査部員を中心に丹念に調査、評価をいたしました。

採択検討委員会専門部会を７月13日に実施し、慎重な審議の上、原案を作成いた

しました。 

 内容についてですが、ろう学校高等部用検定本65冊、ろう学校用著作本18冊、

養護学校用著作本なし、小学校特別支援学級用著作本４冊、中学校特別支援学級

用著作本９冊、ろう学校用附則９条本12冊、養護学校用附則９条本147冊、小学

校特別支援学級用附則９条本28冊、中学校特別支援学級用附則９条本44冊、検定

本については小学校、中学校で採用されているものを使用いたします。 

 以上、答申いたします。 

 

（新倉教育長） 

 それでは、次に議案の説明をお願いいたします。 

 

（教育指導課長） 

 議案第40号『令和５年度使用特別支援学校及び特別支援学級教科用図書の採

択について』ご説明いたします。 

 この議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第６号、義務教
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育諸学校の教科用図書無償措置に関する法律第14条及び同法施行令第15条及び

学校教育法附則第９条の規定に基づき採択するものです。 

 無償措置の対象となる特別支援学校における小・中学部及び特別支援学級に

あたっては、小・中学校教科用図書、特別支援学校教科用図書目録に記載されて

いる教科用図書、学校教育法附則第９条の規定による一般図書は給付の対象と

なります。また、無償給与の対象外の高等部においては、高等学校用教科用図書

目録に記載された教科用図書を使用することになります。 

 学校教育法附則第９条の規定による一般図書につきましては、文部科学省初

等・中等教育局教科用図書課長通知を参考にして、児童生徒の障害の状況に最も

ふさわしい内容であることや、系統的に編集されていること、使用上適切な体裁

であること、高額過ぎない価格であることなどの事項に留意して採択すること、

並びに採択した図書が完全に給付される見込みであることなどに留意して審議

することとされております。また、採択された教科用図書については、採択一覧

の中から各学校が児童生徒に合わせて選択し、給与することとなります。 

 以上の点を踏まえ、教科用図書採択検討委員会において検討、審議がなされま

した結果がお手元にあります採択候補案でございます。また、本日一部でありま

すが、見本となる一般図書等も準備しております。 

 よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 

 

（新倉教育長） 

 それでは、まず検討経過についてのご質問を伺いたいと思います。候補本につ

いての質問は後ほど時間を取りますので、そのときにお願いをいたします。 

 それでは、検討経過について質問はございますでしょうか。 

 

（質問なし） 

 

（新倉教育長） 

 それでは、ろう学校高等部の教科用図書については、教科ごとに採択候補の審

議を順次行います。 

 ろう学校高等部以外の特別支援教育の教科用図書につきましては、児童生徒

一人一人の実態に応じて選んだ選択候補の一覧を基に、一括して採択候補の審

議を行いたいと思います。 

 採択の決については、全ての採択候補を決定した後に挙手により行いたいと

思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
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（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 それでは、ろう学校の高等部について採択候補の決定を行います。 

 まず、番号１から10の国語の教科用図書について、提案説明をお願いします。 

 

（国語担当指導主事） 

 国語科について説明をいたします。 

 採択候補の一覧の１番、２番の教科書については、昨年度新規で採択を行い、

継続して選定しております。３番から５番及び７番の教科書につきましては、新

たな学習指導要領による教育課程に基づき、新規に採択候補とするものです。そ

れぞれ説明いたします。 

 ３番、論理国語は、大修館書店の新編論理国語を提案いたします。 

 論理的な物の考え方を定着させるのに役立つコラム、論理の窓というコラム

がございますが、それは分かりやすい挿絵とかチャートを伴って構成されてお

り、生徒の実態に合っていると言えます。 

 ４番、文学国語ですが、大修館書店の文学国語を提案いたします。 

 本書の主な特徴といたしましては、１つの学習の終わりにそこで学んだこと

を生かして書くワークがついている点、また、生徒の学習意欲を喚起するような

コラムの充実が挙げられます。 

 ５番、国語表現ですが、大修館書店の国語表現を提案いたします。 

 本書は、教科書目録にあるこの科目唯一の教科書となります。視覚的な情報が

大変充実していることも生徒の実態に合っています。 

 ７番、古典探究は、大修館書店の精選古典探究を提案いたします。 

 本書の主な特徴としては、内容の理解を助けるカラーの図版、イラストの豊富

さが挙げられます。 

 なお、６番及び８番から10番の教科書につきましては、従前の学習指導要領に

よる教育課程に基づき、継続して採択候補とするものとなります。 

 

（新倉教育長） 

 ただいま説明ありました国語の教科用図書について、委員の皆様から採択候

補として推薦されるものはございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 
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（新倉教育長） 

 ないようですので、国語の教科用図書につきましては、記載されている候補本

に関して質疑を受け付けたいと思います。 

 ご質問のある方はお願いをいたします。 

 

（質問なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご質問もないようですので、討論に入らせていただきます。 

 ご意見等ございますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、国語の教科用図書に関する審議を終了して、採択候

補を決定したいと思います。 

 国語につきましては、議案に掲載されている一覧のとおり教科用図書を採択

候補としてよろしいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定をいたします。 

 次に、番号11から21の地理歴史の教科用図書について提案説明をお願いしま

す。 

 

（地理歴史科担当指導主事） 

 それでは、説明させていただきます。 

 目録11番につきましては、昨年度新規で採択を行い、継続して選定しておりま

す。14番から19番、そして21番につきましては、従前の学習指導要領による教育

課程に基づき、継続して採択候補とするものです。12番、13番、20番につきまし

ては、新たな学習指導要領による教育課程に基づき、新規に採択するものとなり

ます。 

 まず12番、地理探究につきましては、東京書籍、地理探究を提案いたします。 
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 この本を提案する主な理由としては、図、写真、グラフなどの資料が本文と連

動した位置に効果的に配置されていること。また、その資料自体が視覚的に生徒

を引き付ける工夫がされていることなどです。 

 続いて13番、歴史総合につきましては実教出版、歴史総合を提案いたします。 

 この本を提案する主な理由としては、生徒自ら学ぶ意欲を持って課題に取り

組めるよう問いが設定されていること、また、資料が最も見やすく豊富であるこ

となどです。 

 次に、20番、地図につきましては、帝国書院、新詳高等地図を提案いたします。 

 この本を提案する主な理由としては、一般図と資料図が充実していること、全

編を通して色彩が自然で見やすいことなどです。 

 地理歴史科については以上になります。 

 

（新倉教育長） 

 ただいま説明ありました地理歴史の教科用図書について、委員の皆さんから

推薦される採択候補がございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 それでは、推薦ございませんので、地理歴史の教科用図書については、候補一

覧となっておりますものについてご質問を受けたいと思います。 

 ご質問のある方お願いをいたします。 

 

（質問なし） 

 

（新倉教育長） 

 質問ないようですので、討論に入らせていただきます。 

 何かご意見ございますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、地理歴史の教科用採択に関する審議を終了し、採択

候補を決定したいと思います。 

 地理歴史について、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよろし
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いでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定をいたします。 

 次に、番号22、23の公民の教科用図書について、提案説明をお願いします。 

 

（公民科担当指導主事） 

 それでは、お願いいたします。 

 22番につきましては、昨年度新規で採択を行い、継続して選定しております。

23番につきましては、新たな学習指導要領による教育課程に基づき、新規に採択

するものです。 

 23番、政治・経済につきましては、実教出版、最新政治・経済を提案いたしま

す。 

 この本を提案する主な理由としては、学習内容がコンパクトに分かりやすく

まとめられている、また資料が見やすく豊富であることなどです。 

 

（新倉教育長） 

 ただいまの説明にありました公民の教科用図書について、委員の皆様から採

択候補として推薦するものはございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 推薦するものはありませんので、公民の教科用図書については、記載されてい

る候補本について審議をしたいと思います。 

 何かご質問ございますでしょうか。 

 

（質問なし） 

 

（新倉教育長） 

 質問ないようですので、討論に入らせていただきます。 
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 ご意見等ございますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、公民の教科用図書に関する審議を終了し、採択候補

を決定したいと思います。 

 公民につきましては、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよろ

しいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定をいたします。 

 次に、番号24から32の数学の教科用図書について、提案説明をお願いします。 

 

（数学担当指導主事） 

 24、27については、昨年度新規で採択を行い、継続して採択候補とするもので

す。また、26、28、30、32については、従前の学習指導要領による教育課程に基

づき、継続して採択候補とするものです。25、29、31について、新たな学習指導

要領による教育課程に基づいて、新規に採択候補とするものです。 

 25、数学には、数研出版の新高校の数学Ⅱを提案いたします。 

 本書を提案する主な理由は、本書が学習の基礎となる事柄について丁寧に説

明されていることや、興味関心が高まるようイラストや事例等が工夫されてい

ることなどです。 

 29、数学Ｂは、数研出版の新高校の数学Ｂを提案いたします。 

 本書を提案する主な理由は、本書が基礎的な例題を豊富に示し、数学Ⅰや中学

の復習も大変充実していることや、興味関心が高まるようイラストや事例等が

工夫されていることなどです。 

 31、数学Ｃは、東京書籍の数学Ｃ Ｓｔａｎｄａｒｄを提案いたします。 

 本書を提案する主な理由は、本書が例や例題、その後に続く問題が適切に配置

され、生徒の自学自習にも役立つこと、１ページの字の大きさや行間が見やすく、

具体的な図や写真が多く紹介されていること、身近な話題を用いて生徒の興味

関心を引き出す導入や数学的に考える内容が取り上げられていることなどです。 
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（新倉教育長） 

 ただいまの説明にありました数学の教科用図書について、委員の皆様から推

薦される採択候補等がございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 ないようですので、数学の教科用図書については、記載されている候補本につ

いて審議をしたいと思います。 

 記載されている候補本につきましてご質問がある方はお願いをいたします。 

 

（質問なし） 

 

（新倉教育長） 

 質問ないようですので、討論に入らせていただきます。 

 ご意見等ございますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、数学の教科用図書に関する審議を終了し、採択候補

を決定したいと思います。 

 数学については、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよろしい

でしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定をいたします。 

 

（新倉教育長） 

 次に、番号33から45の理科の教科用図書について、提案説明をお願いいたしま

す。 
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（理科担当指導主事） 

 理科について説明させていただきます。 

 採択候補一覧の33につきましては、昨年度新規で採択を行い、継続して選定し

ております。35、36、38、39、41、42、44、45につきましては、従前の学習指導

要領による教育課程に基づき、継続して採択候補とするものです。34、37、40、

43につきましては、新たな学習指導要領による教育課程に基づき、新規に採択候

補とするものです。 

 それぞれについて説明させていただきます。 

 34番、物理基礎については、啓林館の高等学校考える物理基礎を提案いたしま

す。 

 本書の特徴としては、視覚的に分かりやすいイラストや写真、配置、バランス

に重点が置かれていることや、導入として身近な現象に疑問を持たせ、疑問を解

決する物理的な考え方を取り上げることなど、生徒自らが興味関心を持って学

習できる構成となっている点が挙げられます。 

 37、化学基礎については、啓林館、ｉ版化学基礎を提案いたします。 

 本書の特徴といたしましては、イラスト・写真の大きさや配置、または字の見

やすさ、それら全体のバランスに重点が置かれていることなど、学習のしやすさ

に配慮した多くの工夫がなされている点、安全上の注意事項が紙面に掲載され、

実験に際し安全面に十分配慮された点が挙げられております。 

 40番、生物基礎につきましては、啓林館、ｉ版生物基礎を提案いたします。 

 本書の特徴といたしましては、イラスト・写真、大きさや配置、また字の見や

すさ、それら全体のバランスに重点が置かれていることや、見開き２ページで構

成されており、冒頭に問い、まとめが設定されていたり、必要な箇所に参考やト

ピック、発展が設けられたりするなど、生物に関する多くの事柄を生徒が身につ

けるための工夫がなされていることが挙げられます。 

 43、地学基礎につきましては、実教出版、地学基礎を提案いたします。 

 本書の特徴といたしましては、イラスト・写真の大きさや配置、見やすさの点、

地学に関する知識や思考が生徒がつけられるような工夫がなされている点、身

近でできる地学実験が紹介され、主体的な学びを実践しやすい構成になってい

る点が挙げられています。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

（新倉教育長） 

 ただいま説明にありました理科の教科用図書ですけれども、委員の皆様から

採択候補として推薦したいものがございますでしょうか。 
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（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 推薦すべきものはないようですので、理科の教科用図書につきましては、記載

の候補本について審議をしたいと思います。 

 私から確認で申し訳ありません。ろう学校全般にわたっての話なのですけれ

ども、例えば今の物理基礎のところの34番で、新しく新規の学習指導要領で２年

からやりますということなのですが、その下の35番のところで、使用年次がやは

り２年・３年というふうになっています。これはほかでも出てきているのですが、

例えば化学基礎、生物基礎、地学基礎もそうなのですけれども、新たな学習指導

要領で２年生にします、でも前の教科書は２年生も使えますというのはどうい

う意味でしょうか。 

 

（高等学校担当指導主事） 

 ろう学校の場合には、単位制の総合高校と違い学年制を取っておりますので、

もし２年生の生徒が進級できないと、そのまま２年生という扱いになる。ところ

が、単位制だと２年次は単位習得できなくても３年次に上がることはできるの

で、その違いでございます。 

 

（新倉教育長） 

 それで、国語と数学と理科、保健体育と英語、家庭と情報にはあるのだけれど

も、音楽、美術にはそれはない。地理、公共にもないということでいいのですか。 

 

（高等学校担当指導主事） 

 芸術のⅡについては、現在ろう学校のほうでは履修をさせていないというふ

うに聞いておりますので、そういったところでこういった違いが生じるところ

でございます。 

 

（新倉教育長） 

 例えば地理総合だとかという、11番から21番までの間については、そういった

表記が全くないので。つまり、留年したときには前の教育課程じゃなくてはいけ

ないよといったときに、その学年で単位が取れなかったときには、必修科目では

ないから別にいいということになるのでしょうか。 
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（特別支援担当指導主事） 

 ご質問ありがとうございます。 

 ろう学校につきましては、基本的には教科用図書を教員がそのお子さんに合

わせてかみ砕いて独自教材等を作成しながら進めております。進路によっても、

お子さんによって内容を精選しながら学習を進めております。地歴につきまし

ては、そういった面では教科用図書を使用しながらも、独自教材を教員が作成し

て学習を進めているということで、その学年に合わせた内容でお子さんは履修

が学年ごとにできていると捉えております。 

 

（澤田委員） 

 今のお話ですと、現在、ろう学校では、準ずる教育で大学進学する生徒はいな

いのですか。 

 

（特別支援担当指導主事） 

 ご質問ありがとうございます。 

 現実的に、おっしゃるとおり、大学進学をする生徒さんもおります。その場合

は、単位を取得した上で進学を進めております。 

 

（澤田委員） 

 そうしますと、しっかりと学習指導要領で求められている高等部３年生まで

の内容はきちんと履修されているのですね。 

 

（特別支援担当指導主事） 

 ありがとうございます。 

 はい、そのとおりでございます。特別支援学校高等部の学習指導要領の中にあ

りますとおり、卒業するには単位の取得が必要ですので、単位を取得して、卒業

して、進学する生徒さんについては進学をするというような形を取っています。 

 

（新倉教育長） 

 他にご質問等よろしいですか。 

 

（特別支援担当指導主事） 

 申し訳ありません。先ほどお話ししたのは、重複障害のある生徒さんの場合で

も対応し得るというお話をさせていただきました。一覧にあります形で新規で

２年で取っているというお子さんについては、単一障害のお子さんが例えば学

年が進級が難しかった場合に、もう一度学習するときに必要になってくるとい
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うことで、今回挙げさせていただいています。 

 

（新倉教育長） 

 質問の内容を整理します。 

 今お手元の資料だと、３ページのところだけでいくと、例えば34番と35で物理

の基礎という科目があります。34番は、新教育課程に基づいて来年２年生がやる

ものですということでこの教科書を今回採択しようとしています。その下にあ

る35というのは、旧課程における物理課程の授業だと思っているのです。だから、

これについてだと、３年生が残っているのだったらまだ分かるのです。ところが、

そこに２年生が入ってくるから、来年の２年生は２つの教科書を使うことにな

ってしまうのですけれども、この区分ってどうなんですかとお聞きしたときに、

35番のほうは留年した人なりのための教科書ですよというご指摘をいただいた。

そうだとすると、例えば地理総合だとかという、地図だとか地理というところで

は、それは存在しないのですね。国語については、例えば国語表現と古典探究に

ついては同じ表記がありました。それから、数学のところだと25と26のように数

学Ⅱについてありましたね。多分その後保健体育も同じなのかとは思っている

のです。ほかのないところはどういうことなのですかという質問だけだった。 

 多分その11から20にあった地理総合とかというのは、それまで言った世界史

や日本史が一緒になって新しく歴史総合になってしまったから、もう前のとこ

ろというのは、その学年の後でしかできないのかなと思うので、逆に例えば取れ

なかった世界史Ａのところは２・３がつくのかなと思ったのだけれども、それが

ないので、その辺はどのように理解したらいいのかという質問だけだった。 

 

（特別支援担当指導主事） 

 説明させていただきますと、継続になっている世界史Ａ・Ｂ、日本史Ａ・Ｂに

つきましては、今いる生徒さんが留年した場合に想定して残してあるものです。

新規の歴史総合については、次、来年度２年生になるお子さんについては新規の

そちらを使用すると想定しています。 

 

（元木委員） 

 すみません、私のほうでも確認させてください。 

 ということは、２・３と書いてあるところについては、基本的には進級しませ

んので、これは２のままなのではないでしょうかね。３が不要ということなので

はないのですか。これ３年生に上がっても履修するわけではないですよね。進級

できなかった場合にのみ２年生で履修するものですよね、これは。単位制ではな

いので３年生に上がらないというお話だったので、多分そういうような意味合
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いかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

 

（村野教科用図書採択検討委員会委員長兼特別支援教育専門部会長） 

 ２と３のところですが、２については現２年生が留年したときのまた来年度

用のところで採択しております。３の継続のところは、現２年生が３年生に進級

した場合の使用する教科書ということで採択させていただいています。 

 それで、11、12、13の700番台の教科書については、新課程になっていますの

で、科目を変更して編成しておりますので、同じ科目名、世界史とか日本史とか

地理というふうには分かれていなくて、科目の名前が変わっているということ

で編成しておりますので、よろしくお願いします。 

 

（新倉教育長） 

 では、例えばこういうことですね。国語表現の第一というのは、今あるんだけ

れども、取れなければ２年だし、これ２年でも３年でもどっちかで取ればいいと

いうことなのですよね。在学中の学年で進級できなかったときには、２年のか３

年の間に取りなさいよということになるわけでしょう。 

 

（村野教科用図書採択検討委員会委員長兼特別支援教育専門部会長） 

 ２年生で３単位、３年生で３単位というふうに取るようになっておりますの

で、同じ教科書ではありますが、継続して学年をまたいで使用しております。 

 

（新倉教育長） 

 では、留年その他ということは全く意味ないのですか。 

 

（村野教科用図書採択検討委員会委員長兼特別支援教育専門部会長） 

 国語については違います。 

 

（新倉教育長） 

 もう少し端的に言うと、その後の46、47、保健体育のところで聞けばよかった

のかもしれないのですが新規の、新課程である去年から始まった701の教科書に

ついては１年と２年の間でどちらかで取ればいいということですよね。 

 来年度の１年生、２年生は使います。ところが、保健体育の下の部分の47とい

うのは、２年生と３年生でも使いますと言っているので、２年生はどっちの教科

書を使うのというのが疑問だった。 
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（村野教科用図書採択検討委員会委員長兼特別支援教育専門部会長） 

 ストレートで上がった２年生と留年した２年生で使う教科書が違うというこ

とですね。 

 

（新倉教育長） 

 そうすると、ここで２とあるのは留年した２年生で、現職の３年生は使います

よ。２ポツ３というのはそういう意味ですよということで理解をすればいいと

いうことですか。それなら分かりました。 

 

（元木委員） 

 すみません、例えば35番ですね、物理基礎なのですけれども、これ２と３両方

ともありますが、これ３年生でも学ぶということなのですか。本来は２年生で学

ぶのだけれども、取れなかった子は、進級できなかった子はどうなるかというと

ころなのですけれども、２年生で取れていれば２年生だし、２年連続取ることっ

てあるのですか。 

 

（村野教科用図書採択検討委員会委員長兼特別支援教育専門部会長） 

 ２年か３年かで選択していく。基礎とついている科目を選択するので、２年生

で取る子もいれば、２年生で取れていなければ再度取る子も出てくる可能性が

あるということで、このような表記をしています。 

 

（元木委員） 

 ここについては選択科目なので、２年生、３年生に配当されている科目という

ことなのですね。なら分かりました。 

 では、同様にあれですか、26番の数学Ⅱも同じですか。数学Ⅱも選択なので、

２年生か３年生どちらか取ればいいというような形なのでしょうかね。 

 

（新倉教育長） 

 原則ここで使用学年というのはその学年で単位を取るものですよというふう

に教科書は設定されているのですよね。それで、数学Ⅱと言っていたものについ

ては、例えば25番は新しくなった２年生は新しい教育課程のⅡを受けなくては

いけないのですけれども、数学Ⅱを取っていなかった旧課程の子どもたちにと

っては、留年した２年生と新規の３年生はこの教科書を使いなさいよというこ

とを言っているということでいいのですよね。 
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（特別支援担当指導主事） 

 おっしゃるとおりでございます。 

 

（新倉教育長） 

 それでは、他に質問ないようですので打ち切らせていただいて、討論に入りま

す。 

 ご意見等あればお願いいたします。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、理科の教科用図書に関する審議を終了して、採択候

補を決定したいと思います。 

 理科につきまして、議案の一覧に記載されている教科用図書を採択候補とし

てよろしいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定をいたします。 

 次に、番号46と47、保健体育の教科用図書について提案説明をお願いをします。 

 

（保健体育課長） 

 保健体育に関しては、ろう学校高等部においても同様に３年間１冊の教科書

で学習します。採択候補一覧の46番については、昨年度新規で採択を行い、継続

して選定しております。47番については、従前の学習指導要領による教育課程に

基づき、継続して選定するものです。 

 よって、１学年及び２学年については新たな学習指導要領、２学年未履修生徒

及び３学年の生徒については従前の指導要領による教育課程のため、２冊候補

を挙げています。 

 

（新倉教育長） 

 ただいまの説明以外に、保健体育の教科用図書について委員の皆様で推薦し

たい教科書等があればお願いをいたします。 



 - 88 - 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 推薦する図書がないということで、ただいまの説明につきまして、この候補本

についての質問があればお願いをいたします。 

 

（質問なし） 

 

（新倉教育長） 

 質問を打ち切り、討論に入らせていただきます。 

 ご意見等があればお願いいたします。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 それでは、保健体育の教科用図書に関する審議を終了して、採択候補を決定し

たいと思います。 

 保健体育につきまして、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよ

ろしいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定をいたします。 

 次に、番号48から53の芸術の教科用図書について提案説明をお願いします。 

 

（芸術担当指導主事） 

 音楽について説明します。 

 48番については継続、49番については新たな学習指導要領による教育課程に

基づき、新規に採択候補とするものです。 

 49の音楽Ⅱについては、目録に掲載されている全ての教科書の検討を行いま

した。教育出版の音楽Ⅱ Ｔｕｔｔｉ＋をほかの教科書と比較すると、挿入され

ている絵や写真がシンプルで分かりやすく、視覚的に捉えやすいのが特徴です。
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また、歌唱・器楽・創作・鑑賞の４分野のバランスがよく、各分野の選曲も高校

生の興味を引くような曲が多く掲載されています。以上のことから、本書が本校

生徒に最も適していると判断しました。 

 美術と書道については別の担当から説明します。 

 

（芸術担当指導主事） 

 これまでと同様に美術それから書道につきまして私から説明いたします。 

 50番の美術Ⅰにつきましては、昨年度新規で採択を行い、継続して選定してお

ります。51番の美術Ⅱについては、新たな学習指導要領による教育課程に基づき、

新規採択候補とするものです。 

 51番の美術Ⅱについては、日本文教出版の高校生の美術Ⅱを提案いたします。

この本を提案する主な理由としましては、多くの教材が配置されていることに

よって、生徒がほかに参考になる書籍や資料を準備しなくてもこの１冊で学習

を進めることができることが挙げられます。 

 次に、書道についてです。 

 52番の書道Ⅰについては、昨年度新規で採択を行い、継続して選定しておりま

す。53番の書道Ⅱについては、新たな学習指導要領による教育課程に基づき、新

規に採択候補とするものです。 

 53番の書道Ⅱについては、光村図書の書Ⅱを提案いたします。 

 本書の大きな特徴としましては、掲載されている教材が豊富で、そのことによ

って生徒の視野を広げ、表現の多様性を伝えることができるということが挙げ

られています。 

 

（新倉教育長） 

 ただいまの説明がありました芸術の教科用図書についてですが、委員の皆様

の中で採択候補に推薦されるものはございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 ないようですので、芸術の教科用図書については、記載の候補本について質疑

を行いたいと思います。 

 何かご質問等ございますでしょうか。 
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（川邉委員） 

 先ほど音楽のところで鑑賞という言葉が出てきたのですけれども、ろう学校

生の鑑賞というのはどんなような形でやっているのでしょうか。 

 

（特別支援担当指導主事） 

 鑑賞のところ、ろう学校においての鑑賞の授業は扱っております。例えば、体

中を動かしてリトミックに近いような形で体感しながら鑑賞するということも

ありますし、または振動が伝わってくるようなことも含めて、体に訴えかけるよ

うな形で授業をしていることがあります。 

 

（新倉教育長） 

 骨伝導等は使っていますか。 

 

（村野教科用図書採択検討委員会委員長兼特別支援教育専門部会長） 

 現在骨伝導を使っている生徒さんはいません。今指導主事から説明あったよ

うに、体に感じながらという部分もありますし、現在人工内耳とか付属機器の発

達が優れていますので、かなり耳から音を聞き取って理解できる生徒も実際に

います。ただ、そうとはいえ、我々と同じように聞き取って理解できるわけでは

ないので、そのイメージのところで、例えば音楽を聴きながら鑑賞するのですが、

そこのイメージに合ったＤＶＤを見ながらとか、そこから通して音楽を聴いて

鑑賞するとか、そのようなことをしております。 

 

（川邉委員） 

 私が聞きたかったのは、聴覚障害といってもいろいろあると思うんですね。か

なり個人的に聞こえが違うと思うので、その辺をどのようにカバーしているの

かなと思いまして、質問しました。 

 

（新倉教育長） 

 今部会長からお話あったように、人工内耳や何かだとある程度聞こえるとい

います。全く難聴といいますか、聞こえない人たちというのは、部屋の中におけ

る波動というのか、打楽器だったらその打楽器の風圧とか何かで音を感じるの

ではないかなと思うと、様々な程度の違いによって音楽鑑賞はまとめてグルー

プで一緒にやってしまっているのか、それとも個別にその人の体調に合わせて

やるということがあるのかというところを心配されているのではないかなと思

います。その辺がもし分かれば教えてください。 
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（村野教科用図書採択検討委員会委員長兼特別支援教育専門部会長） 

 実際の生徒たちは、芸術の科目ついてはその子の特性、聞こえ方の特性も含め

て選択しておりますので、先ほどのお話にあったように聴力のほうが厳しいお

子さんについては、音楽を選択しないで美術や書道をというような選択をする

というふうな相談をしながら実施をしております。今のところは、聴力の厳しい

子が音楽のほうを選択するということは、実際にはほとんどないです。そのよう

に捉えております。 

 

（新倉教育長） 

 他に質問ないようですので、討論に入らせていただきます。 

 ご意見等ございますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、芸術の教科用図書に関する審議を終了し、採択候補

を決定したいと思います。 

 芸術につきましては、議案の一覧に記載しているとおり、教科用図書を採択候

補としてよろしいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定いたします。 

 次に、番号54から61の外国語教科用図書について提案説明をお願いします。 

 

（外国語担当指導主事） 

 よろしくお願いします。外国語についてご提案いたします。 

 まず、54番それから56番、59番に関しましては、新しい学習指導要領による教

育課程に基づき、新規に採択するものになります。54番につきましては、１年生

で使用するものになりますが、昨年度、新学習指導要領に基づいたものを採択し

ていただきましたが、もう一度再考したところで今回については新しいＡｌｌ 

Ａｂｏａｒｄ！というものを新たにご提案させていただきたく、お話しをいた

します。それから、５５番につきましては、新規というふうになっておるのです
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が、従前の学習指導要領に基づくもので、先ほどお話が出ていた履修をできなか

った場合に備えてということで選定をいたしております。57番、58番、60番、お

めくりいただいて61番については、従前の学習指導要領に基づくもので、継続し

て使っていきたいと考えております。 

 それでは、それぞれの教科書についてなのですが、54番のＡｌｌ Ａｂｏａｒ

ｄ！についてですが、英語の文面であったり、中学校の復習であったりというふ

うなところを比較的手厚くデザインされているというところが見られたと思い

ます。 

 また、レッスンの扉の写真がとても魅力的で、視覚的、具体的にも分かりやす

いというところが選定をした理由になっております。 

 続いて、55番のＶＩＳＴＡについてなのですが、先ほどもお話したように、今

使っている教科書よりも比較的基礎基本に特化しているところがございます。

分量ももう少し適度になっていたり、文法の解説などからの練習問題も手厚く

なっていたりしますので、繰り返し学習というところでは、こちらの教科書のほ

うが比較的扱いやすいというところで選定をしております。 

 56番のＡｌｌ Ａｂｏａｒｄ！につきましては、先ほどのＡｌｌ Ａｂｏａ

ｒｄでもお話ししたもので、系統性も考慮しています。海外事情など発展的な内

容の英文に触れるというふうなところも充実しており、こちらのほうを選定い

たしました。 

 最後に、論理・表現ⅡのＭＹ ＷＡＹですが、先ほど定時制の中でもＭＹ Ｗ

ＡＹのⅠについてお話しさせていただきました。やはり中学校の内容を十分練

習できてあったりとか、段階的に自己表現ができる、基礎から発展というところ

で、デザインが分かりやすく流れがスムーズにできていると思いまして、こちら

のほうをご提案させていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

（新倉教育長） 

 ただいま説明ありました外国語の教科用図書について、委員の皆様から採択

候補として推薦される図書等ございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 それでは、外国語の教科用図書については、候補一覧に載せた本が対象となり

ます。 
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 私から１点よろしいでしょうか。55番のほうの関係なのですけれども、先ほど

この本の番号で700番台というのが今回の新規というのですか、新しい基準にな

るのだと言われました。それは、２年生に対しては新しい教育課程の番号を取ら

なければいけないと説明を受けてきたのですが、これに関してだけは335という

前の基準というか前の検定本、それが使えるというのはどういう理由なのです

か。 

 

（外国語担当指導主事） 

 この300番台、おっしゃるとおり旧学習指導要領に基づくもので、現在２年生

の生徒さんが履修を、コミュニケーション英語Ⅰを履修しております。もしこの

生徒さんが仮に、先ほどから話題になっているように単位を落としてしまった

場合に履修するために選定をする教科書になっていますので、335番、300番台の

教科書になっております。 

 ただ、では今使っているものをなぜ使わないかといいますと、本来であれば同

じ教科書を使っていくという道筋もあるのですけれども、少し基礎に寄ったも

ので、新しいもので学び直すという観点で今回選ばせていただきました。 

 

（澤田委員） 

 確認をさせていただきたいのですが、54番は、１年生が使うということで、去

年選んだのではなかったでしょうか。 

 

（外国語担当指導主事） 

 委員がおっしゃるとおり、昨年度、今年の１年生が使うために選んでおるので

すが、それを今回選び直して、Ａｌｌ Ａｂｏａｒｄ！という教科書に新しくし

ております。Ａｌｌ Ａｂｏａｒｄ！という教科書は、ほかの学年でも使ってい

るもので、その活用の様子を見て再度検討したところ、来年度使用するものにつ

いてこのＡｌｌ Ａｂｏａｒｄ！がより最適だろうということで新たに新規と

して選定させていただきました。 

 

（新倉教育長） 

 これ、議案のつくり方の問題なのかと思うのですけれども、これは新規ではな

くて変更ですよね。だから、議案提案されるときに、継続・新規ではなくて、前

年採択をしたものを変更するのだったら変更にしなければ、判断の基準を間違

えてしまうのではないかと思う。 

 それから、変更するのであれば、前の文書からなぜ変更したかがこの採択理由

に載らなければいけなくて、今の新しいものについてだけ主張しているのでは、
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前の何が悪かったから採択替えするのかということをきちんと書いていただか

ないと、審議ができなくなるのではないかと思っているのです。これは事務局を

通じて次回確実に直していただかないといけないことだと思う。ですから、ご質

問のようなものが出てしまう。ご質問の趣旨としては、前は何が悪かったのです

か。それを述べていただいて、これを今おっしゃっている使いやすいというとこ

ろが、何が使いにくかったのか、何が悪かったのかということを言っていただか

ないと、採択した私たちの採択誤りになっているのかと思うので、そこを明確に

一回は説明していただかないと。 

 

（外国語担当指導主事） 

 実は、今年度は高校１年生の生徒がおらず、昨年度採択していただいた教科書

を実は今年は使っていない状況がございます。実際活用したその教科書がどう

かというのは分からない状況ではあるのですが、他の学年で使っているもので、

その活用の様子も見ながら、今回はそのＡｌｌ Ａｂｏａｒｄ！にしています。 

 Ａｌｌ Ａｂｏａｒｄのほうが、先ほどお話ししたように、扉絵のところが非

常に写真が見やすく魅力的であったり、そこからまず想起して、一体これからど

んな学びが始まるのだろうかというふうなものが明確であったりとか、あとは

単元のゴールも非常に明確に示されているので、高校の入門時としての教科書

として、そのあたりのところがより優れていると考え、今回新たに選定をさせて

いただきました。 

 

（新倉教育長） 

 私が聞きたいのは、前のときは何をもって選定していたのに、今回はその選定

替えするのかということをきちんと理由で書いてほしいということです。 

 １回も使用していないものを、次の採択で変更するのであれば、昨年度採択し

た教科書と、今回選定した教科書の２つをどうやって比べたのかをしっかり提

示するようにしてください。 

 他に質問ないようですので、討論に入らせていただきます。 

 何かご意見ございますか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、外国語の教科用図書に関する審議を終了して、採択

候補を決定したいと思います。 

 外国語につきましては、議案一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよろ
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しいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定をいたします。 

 

（新倉教育長） 

 次に、番号62、63の家庭の教科用図書についての提案説明をお願いします。 

 

（家庭担当指導主事） 

 よろしくお願いいたします。 

 62番、63番の説明をさせていただきます。62番につきましては、昨年度新規で

採択を行い、継続して選定しております。また、対象学年が１・２年生となって

いるのですが、ろう学校の教育課程においては、家庭基礎を１年生で１単位、２

年生で１単位と柔軟に教育課程を図ることが特別支援教育の中で認められてお

りますので、そのような教育課程を組んでいる関係上、家庭基礎を １・２年で

の使用という形になっております。63番については、これまで使用していた教科

書が発行されないことから、新規に採択候補とするものです。 

 63番について説明させていただきます。 

 家庭の家庭基礎については、教育図書の家庭基礎グローバル＆サスティナビ

リティを提案いたします。 

 本書を提案する主な理由としては、必要な情報が精選され、科学的に資料を取

り上げているので、興味を引きつけ、理解を補い、学習を深めやすく、注釈が多

く分かりやすいので、自ら教科書を開いて興味ある部分を読んだり、調理の参考

にしたりするのに適していることが挙げられます。 

 

（新倉教育長） 

 ただいまの説明にありました家庭の教科用図書について、委員の皆様から採

択候補として推薦するものはございますか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 



 - 96 - 

（新倉教育長） 

 推薦図書がございませんので、家庭の教科用図書については、記載の候補本に

ついて質疑を行いたいと思います。 

 ご質問があればお願いをいたします。 

 

（元木委員） 

 質問させてください。 

 63番のほうですが、これは300番台ということで、従前の指導要領に基づいた

ものを選択されているのですが、今回新規ということは、今まで使っていたもの

から変更ということになるかと思うのですけれども、先ほどのお話の中では、年

度をまたいでとか、１・２年生で同じ教科書で学べるような形の柔軟な対応がで

きるという話を聞きましたが、２年生のタイミングで変えてしまっても問題な

いのでしょうか。 

 

（家庭担当指導主事） 

 ご質問ありがとうございます。 

 この63番については、従前に使われていた教科書が発行されないということ

になっておりますので、その代わりに300番台、従前の教育課程に基づいた教科

書として新たに採択し直すということです。 

 

（新倉教育長） 

 それが１年生のときの使った教科書と継続性があるかというご質問です。 

 

（家庭担当指導主事） 

 失礼いたしました。１年生時の使っていた教科書となるべく継続性があるよ

うに学校のほうで十分吟味をして選んでいただいていると伺っています。 

 

（新倉教育長） 

 他に質問がないようですので、討論に入ります。 

 何かご意見等ございますか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、家庭の教科用図書に関する審議を終了し、採択候補

を決定したいと思います。 
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 家庭につきましては、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよろ

しいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ありませんようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補

として決定いたします。 

 次に、番号64、65の情報の教科用図書について、提案説明をお願いします。 

 

（情報担当指導主事） 

 65については、従前の学習指導要領による教育課程に基づき、継続して採択候

補とするものです。64について、新たな学習指導要領による教育課程に基づき、

新規に採択候補とするものです。 

 64、情報Ⅰについては、日本文教出版の情報Ⅰ図解と実習の図解編及び実習編

を提案いたします。 

 本書を提案する主な理由は、本書がイラスト・写真の大きさや配置、また字の

見やすさ、それら全体のバランス、視覚的な内容の把握のしやすさに優れている

こと、また基礎的な内容の構成であるため無理なく学習ができること、さらに２

分冊であるため、座学と実習の切替えが容易で、興味を持たせながら学習が進め

られることなどです。 

 

（新倉教育長） 

 ただいま説明があった情報の教科用図書ですけれども、委員の皆様から推薦

されるような教科書等ございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 ないようですので、情報の教科用図書につきましては、記載されている候補本

を対象とさせていただきます。 

 これらにつきましてご質問があればお願いをいたします。 
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（元木委員） 

 今回採択候補となっているのが２つの教科書に分かれているものだと思いま

す。議案のほうの記号のところを見ると、情Ⅰと情Ⅱという形で２つ並記されて

いる形になっておりますが、これは情報Ⅰの科目としてということではなくて、

情報Ⅱのほうも含めてという形なのでしょうか。 

 

（情報担当指導主事） 

 大変失礼いたしました。こちらどちらも情報Ⅰでございます。申し訳ございま

せん。情報Ⅰの間違いでございます。どちらも情報Ⅰの教科書になります。 

 

（新倉教育長） 

 併せて確認ですが、この情報Ⅰという２分冊を１年間の間でやるということ

なんですか。 

 

（情報担当指導主事） 

 １年間で２単位履修するものになります。 

 

（新倉教育長） 

 他に質問がないようですので、次、討論に入らせていただきます。 

 何かご意見ございますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

（新倉教育長） 

 ご意見ないようですので、情報の教科用図書に関する審議を終了し、採択候補

を決定したいと思います。 

 情報につきましては、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよろ

しいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定いたします。 

 続きまして、ろう学校高等部以外の教科用図書の採択候補の審議に移らせて
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いただきます。 

 こちらにつきましては、児童生徒一人一人の実態に合わせ、議案の６ページの

ろう学校小・中学部用から21ページの中学校特別支援学級用までの採択候補が

一覧として提案されております。 

 議案にあります候補本のほかに、委員の皆様の中で採択候補として審議した

い教科用図書はありますでしょうか。 

 

（各委員） 

 推薦なし 

 

（新倉教育長） 

 該当がないようですので、次に進めさせていただきます。 

 それでは、ろう学校高等部以外の教科用図書について、質問をお伺いしたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

 

（荒川委員） 

 養護学校、ろう学校ともに児童生徒一人一人に合わせた教科用図書を選んで

採択している様子が議事録から伝わってきました。しかし、養護学校では採択し

たものが供給不可になることがあり、選び直すことがあったとのことですが、当

初予定したものに近い本が見つかったのでしょうか。教えていただければと思

います。 

 

（特別支援担当指導主事） 

 ご質問ありがとうございます。 

 児童生徒さんの様子を日頃から丁寧に見取りをしておりますので、今回、本を

探す際には教員自らが書籍資料などをあたって探し出したり、または神奈川県

立の特別支援学校の採択教科用図書の情報を参考にしたりしまして、無事見つ

けることができました。 

 

（新倉教育長） 

 今のを伺うと、そういったものを見つけたのですけれども、実質的にあったと

いうことでいいんですよね。配置ができたということでいいのですか。過去に、

ここには掲載したけれども手に入れることができなかったという事案があった

というふうに理解をしていたのですが。 
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（特別支援担当指導主事） 

 昨年度、秋口ぐらいになりまして供給不可の連絡が来ることがありました。そ

の場合は、改めて採択されているものの中から選び直しました。今回につきまし

ても、お子さんに合ったものを検討している時点から、これがベストなんだけれ

ども、万が一の場合はこちらだなというような、その視点も持ちながらたくさん

の本を実際に見て確認して検討しまして、今回採択希望のほうに挙げさせてい

ただいております。 

 

（新倉教育長） 

 努力は十分分かる。ちょっと言葉尻を捉えて申し訳ないのですが、採択した以

外のものは買えませんから、そこは十分理解してください。なので、供給不可能

なものを単なる選択をしてここの採択にかけて、実際に来年買おうと思ったら、

あるいは入れようと思っても入らないという事態のないようなことは、今の段

階で出版元に確実に供給ができるかということは確認しておいていただきたい

というのがまず１つ。 

 似通った本だからといって、別のものを入れることは、これは違法になってし

まうということだけは、ご理解いただきたい。だから選択は大変ですよというこ

とだと思うので。逆に言えば、採択をしてしまったのに物が入らないということ

は、子どもたちのためにならないから、絶対そうならないように手配をしていた

だきたい。 

 

（澤田委員） 

 関連してですが、一番子どもたちの学びに適した本を選定したかったけれど

も、選定できなかったというときに、その本は、学校図書館に配架されています

か。 

 

（特別支援担当指導主事） 

 ご質問ありがとうございます。 

 今回、議事録の中にも同じシリーズのもので供給不可になったものというも

のの話題もあったのですが、その本に関しては、過年度に、採択が通っていたも

のでしたので、学校図書館のほうに配架しております。 

 

（新倉教育長） 

 他に質問がないようですので、討論に入らせていただきます。 

 ご意見ございますでしょうか。 
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（澤田委員） 

 議事録の33ページから34ページに、シグマベストシリーズに関わる検討委員

の方の質問とご意見があります。私もそのとおりだと思っています。ワークに近

いものを教科書として採択する意義、学校の授業でどう使っていくのか、その検

討委員の方がおっしゃったドリル的な要素になってしまうので、気をつけてほ

しいということと、それから、クロームブックのドリルパーク等の活用等を考え

ると、よりよい本があるかもしれないというご指摘は、そのとおりだと思います

ので、その辺のところもお願いしたいと思います。 

 もう１点よろしいでしょうか。 

 

（新倉教育長） 

 どうぞ。 

 

（澤田委員） 

 議事録の31ページの下にあります検討委員の方の質問に関わって、附則９条

本の選定にあたっては、個々の子どもの発達段階等に合わせて選定をしていて、

同一の本が社会や理科、家庭科等で採択希望が上がってきます。当然その子ども

の指導目標とその教科での狙いを踏まえていることと思います。新しい学習指

導要領では、各教科等の連続性を重視し、その指導内容がどの教科や領域に位置

付けられるのかを明確にしていくことが求められていますので、ぜひそのこと

を個別の指導計画等に盛り込むなど、意識して指導にあたっていただきたいと

思います。 

 

（支援教育課長） 

 ご意見ありがとうございます。 

 先日の教育課程の中でも、特別支援教育部会の中で、やはり活動ありきではな

く、その子の教科の目標に基づいた学習活動をきちんと考えていくようにと日

頃から先生方にはお話はさせていただいてきたところであります。同じ活動で

も何の教科として取り扱うのかで目標が変わってきて、アプローチや取り組み

が変わるのだというお話を今後もさせていただきながら、取り組んでいきたい

と思っております。 

 

（新倉教育長） 

 それでは、ろう学校高等部以外の教科用図書に関する審議を終了し、採択候補

を決定したいと思います。 

 ろう学校高等部以外につきましては、議案の一覧に記載の教科用図書を採択
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候補としてよろしいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、ろう学校高等部以外の教科用図書については、議案

の一覧に記載の教科用図書を採択候補として決定いたします。 

 以上で、特別支援教育に係る採択補の審議が終了いたしました。 

 委員の皆様からの推薦もありませんでしたので、議案に記載の採択候補によ

り決を採らせていただきたいと思います。 

 

 採決の結果、議案第40号は「総員挙手」をもって、原案どおり可決・確定する。 

 

 

（新倉教育長） 

 議案第39号の審議に戻らせていただきます。 

 事務局のほうで確認をしていただくことがあればご報告ください。 

 

（事務局） 

 政令市には確認できませんでしたが、神奈川県に確認することができました

ので、その内容についてご説明したいと思います。 

 今回、議案39号の５ページの76番、情報ネットワークシステム、それから６ペ

ージの88番、工業デザイン実践、こちらにつきましては、今資料をお配りさせて

いただきましたが、こちらの資料が文部科学省が発行しております教科書目録

です。教科書採択につきましては、このはしがきに書かれているようなルールで

行うことになっております。 

 はしがきの２番のところをご覧いただきたいのですが、少し読み上げさせて

いただきます。「この目録には、翌年度に発行予定の高等学校用の文部科学省検

定済教科書及び文部科学省著作教科書がすべて登載されているので、高等学校、

中等教育学校の後期課程並びに特別支援学校の高等部において翌年度に使用さ

れる教科書は、この目録から選択しなければなりません」と定められております。 

 先ほど指導主事の説明と重複するところがあるかと思いますが、こちらで情

報ネットワークにつきまして登録されているもの、こちらがこのページの46ペ

ージになります。46ページのところをすみません、ご覧ください。右側の表の真

ん中の表の、ちょうどど真ん中にネットワークシステムと書かれているものが
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あるかと思います。こちらの科目につきましては、登録されている本が文部科学

省の著作本のネットワークシステムという本１つしかございません。このルー

ルに則りますと、こちらに載っているものはこれ１つしかありませんので、神奈

川県にも確認したところ、見本本は来ておりませんが、こちらから選ばざるを得

ないということで、今回こちらを提案させていただいているということになり

ます。 

 同様に、88番、工業デザイン実践につきましては、こちらの目録の41ページ、

左側の表の一番下になります。デザイン実践と書名で書かれているものがござ

いますが、こちらのデザイン実践の科目もこの本１冊になります。こちらも同様

に見本本はございませんが、文科省今作成中とのことで、こちらを候補本として

挙げさせていただいたことになります。 

 それから、もう１点、議案の７ページ、108番の福祉コミュニケーション技術

になりますが、こちらは新教育課程によるものでございますが、新教育課程のと

ころには登録されている本はございません。ページとしては、目録の97ページ、

左側になりますが、下の表の真ん中あたりですね。コミュニケーション技術と書

名が書かれた本がございます。この科目に対応するものは、旧教育課程のものに

なりますが、この１冊しかないということで、こちらを今選ばざるを得ない状況

になっております。ということで、候補本としてこちらを挙げさせていただきま

して、指導の仕方につきましては、足りないところは教員のほうで補って対応す

るということです。 

 以上、確認した内容でございます。 

 

（新倉教育長） 

 ありがとうございます。 

 もう１点だけ確認をさせていただくと、仮にそれが納品されなかったときの

この委員会における決定というのはどういうことになりますか。当該図書がな

かった場合にはもう一回選定し直せということなのですか。 

 

（事務局） 

 今回、文科省が著作することになっておりますので、出るものかとは思ってお

りますが、もし出なかった場合ということですよね。 

 

（新倉教育長） 

 ほかのも同じだと思うんですよ。私たちこれまでずっと言われているのは、先

ほども養護学校関係の本の話になったときに、それが調達できないでそのまま

になってしまっていて、結果、採択はしているのだけれども購入できませんでし



 - 104 - 

たよというのは、採択と購入とは別だからという話をしているから、採択のここ

の権限は何も問題なくて、実際に買おうと思ったら出版社が倒産していた、ある

いは出版社が発行しなかったといったらそこまでだよねという話で、文科省が

約束をしていますといっても同じ扱いでいいのですかということなので。理屈

でいえば、採択の効力に何も影響ないんだよねという念を押しているのです。 

 

（事務局） 

 おっしゃるとおりです。 

 

（新倉教育長） 

 それでは、すみません、改めて高等学校全日制の情報関係ですので、議案の39

号の番号72から77のところにお戻りいただきたいと思っています。 

 先ほど審議の中で、76番の本が全く空白の調書になっていたのでこれでよい

かということの確認を取らせていただいた。今報告にあったとおり、文科省の認

定本の中に記載されている限りは、内容が分からなくても、それしかなければそ

れを選ぶしか方法がない。選ばないでおくことはできないのかということの質

問なんです。 

 出たときに初めてもう一回採択をし直せばいいのかというと、採択の日付が

８月末か、９月末か、そこまでにしなくてはいけないと国が言っているので、形

的に採択をしておかなければいけないということになるので、全く中身は分か

らないけれども、今回その採択をしなければいけないということを議事録に残

したいと思っています。 

 ついては、戻させていただいて、番号72から77の情報の教科用図書について、

改めて採択をさせていただきたいと思っています。 

 本件については、委員からの追加の提案、推薦もありませんでした。各種ご質

問をいただいた中で、内容はないけれども、それについては採択の対象になると

いう結論をいただきました。 

 つきましては、情報については、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補と

してよろしいでしょうか。各委員の意向を伺わさせていただきます。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 異議がないということで、議案の一覧に記載の教科書を採択候補として決定

をさせていただきます。 
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（新倉教育長） 

 次に、高等学校全日制の工業関係です。番号の78番から91番の工業の教科用図

書について、お諮りさせていただきます。 

 工業につきましては、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよろ

しいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定をさせていただきます。 

 次に、高等学校の全日制福祉、番号102番から108番、福祉の教科用図書につい

て判断をさせていただきます。 

 福祉については、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補としてよろしい

でしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし 

 

（新倉教育長） 

 ご異議ないようですので、議案の一覧に記載の教科用図書を採択候補として

決定をさせていただきます。 

 それでは、以上で総合高校に関する各教科の審議が終了いたしました。 

 委員の皆様からの推薦がありませんでしたので、議案に記載の採択候補によ

って決を採らせていただきたいと思います。 

 

 採決の結果、議案第39号は「総員挙手」をもって、原案どおり可決・確定する。 

 

 

６ 閉会及び散会の時刻 

  令和４年８月４日（木） 午後６時53分 

 

     横須賀市教育委員会 

教育長 新 倉   聡 


